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一

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
九
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

イ

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以

者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
、
第
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
四
十
七
条
第

下
こ
の
号
、
第
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
四
十
七
条
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
百
九
十

一
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
百
九
十

九
条
第
二
号
、
第
二
百
一
条
第
九
号
、
第
二
百
二
条
第
八
号
、
第
二
百
八

九
条
第
二
号
、
第
二
百
一
条
第
九
号
、
第
二
百
二
条
第
八
号
、
第
二
百
八

条
の
二
十
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
二
百
八
条
の
二
十
二
第
二
号
ハ

条
の
二
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
二
百
八
条
の
二
十
二
第
二
号
ハ

、
第
二
百
八
条
の
三
十
一
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
、
第
二
百

、
第
二
百
八
条
の
三
十
一
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
、
第
二
百

八
条
の
三
十
二
第
二
号
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二

八
条
の
三
十
二
第
二
号
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二

百
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
二
百
四
十
一
条
の

百
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
二
百
四
十
一
条
の

二
第
二
号
、
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
二
百
四
十
二
条

二
第
二
号
、
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
二
百
四
十
二
条

の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
十
五
条
の
四
に
規
定

の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
十
五
条
の
四
に
規
定

す
る
使
用
人
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
一
条
第
一
項
第
四

す
る
使
用
人
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
一
条
第
一
項
第
四

号
、
第
九
十
一
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一

号
、
第
九
十
一
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
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号
及
び
第
二
号
、
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
第
三
号
、
第
二
百
四
十
一
条

号
及
び
第
二
号
、
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
第
三
号
、
第
二
百
四
十
一
条

第
一
項
第
六
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
百
四
十
一
条

第
一
項
第
六
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
百
四
十
一
条

の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四

の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四

号
並
び
に
第
二
百
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
「
重
要

号
並
び
に
第
二
百
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
「
重
要

な
使
用
人
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当

な
使
用
人
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
及
び
重
要
な

（
新
設
）

使
用
人
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に

記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
及
び
重
要
な

使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

三

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

登
録
申
請
者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
登
録
申
請

（
新
設
）

者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の

登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
登

録
申
請
者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）
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（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引

業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書

業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書

に
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及

に
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及

び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

一

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
（
個
人

イ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
（
個
人
で
あ
る

で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し

た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
に

掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書

ハ

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書

類

類

・

（
略
）

・

（
略
）

3



婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成

（
新
設
）

し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
指
定
親
会
社
に
よ
る
書
類
の
添
付
書
類
）

（
指
定
親
会
社
に
よ
る
書
類
の
添
付
書
類
）

第
二
百
八
条
の
二
十

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は

第
二
百
八
条
の
二
十

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
五
十
七
条
の

（
新
設
）

十
三
第
一
項
の
書
類
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
七

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
百
八
条
の
二
十
二

法
第
五
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
指

第
二
百
八
条
の
二
十
二

法
第
五
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
指

定
親
会
社
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届

定
親
会
社
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届

出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
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を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書

の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

二

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
二
十
一
条

法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
二
百
二
十
一
条

法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

役
員
等
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
等
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
条

（
新
設
）

の
二
第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
役
員
等
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

八
～
十

（
略
）

七
～
九

（
略
）
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（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
二
十
二
条

法
第
六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
取
引

第
二
百
二
十
二
条

法
第
六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
取
引

所
取
引
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

所
取
引
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

三

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て

、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

七

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て

、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
三
十
二
条
の
五

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
二
百
三
十
二
条
の
五

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

役
員
等
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
等
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
条

（
新
設
）

の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
申
請

書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
等
の
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

八
～
十
四

（
略
）

七
～
十
三

（
略
）

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
三
十
二
条
の
七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
二
百
三
十
二
条
の
七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
電
子
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
電
子
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
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引
等
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し

引
等
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し

た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一

三

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ

（
新
設
）

り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一

七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一

項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ

（
新
設
）
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り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
六
十
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
二
百
六
十
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条

（
新
設
）

の
二
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
登

（
新
設
）

録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）
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（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
六
十
三
条

法
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

第
二
百
六
十
三
条

法
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成

（
新
設
）

し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

二

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り

（
新
設
）

作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い

て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）
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四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
百
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
三
百
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を

二

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を

問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と

問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と

同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
、
第
三
百
三
条
及
び
第
三
百
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

号
、
第
三
百
三
条
及
び
第
三
百
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
書
面

次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
、
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六

（
新
設
）

条
の
二
十
八
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に

掲
げ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

登
録
申
請
者
（
外
国
法
人
に
限
る
。
）
の
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一

三

登
録
申
請
者
（
外
国
法
人
に
限
る
。
）
の
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一

項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る

項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る

者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項

（
新
設
）
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の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
書
面

四

法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て
格
付
ア

四

法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て
格
付
ア

ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
及
び
監
督
委
員
会
の
委
員
に
関
す

ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
及
び
監
督
委
員
会
の
委
員
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
書
面

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項

（
新
設
）

の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
三
百
四
条

法
第
六
十
六
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
信

第
三
百
四
条

法
第
六
十
六
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
信

用
格
付
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た

用
格
付
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た

届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載

届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載

し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更

二

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更

が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り

（
新
設
）

作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い

て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

三

第
二
百
九
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

三

第
二
百
九
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代

新
た
に
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代

表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ

表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
類

る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

第
二
百
九
十
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

六

第
二
百
九
十
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て

新
た
に
法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て

格
付
ア
ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
又
は
監
督
委
員
会
の
委
員

格
付
ア
ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
又
は
監
督
委
員
会
の
委
員

13



と
な
っ
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

と
な
っ
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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改正案 現行 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」欄及び「３ 氏名」欄 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「３ 氏名」欄に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

 

（略） 

  

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略）                            

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

  

（第５面） 

（別添３：金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使

用人の氏名） 

（表略）                           

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記

載することができる。 

 

（第６面） 

（別添４：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の

氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記

載することができる。 

（以下略） 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」欄及び「３ 氏名」欄 

⑴～⑶ （略） 

（新設） 

 

 

（略） 

  

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略）                            

（新設） 

  

 

 

（第５面） 

（別添３：金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使

用人の氏名） 

（表略）                           

（新設） 

 

 

 

（第６面） 

（別添４：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の

氏名） 

（表略） 

（新設） 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

   

（第５面）  

（別添３：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

 

（略） 

 

（第９面） 

（別添６：登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する

使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記

載することができる。 

 

（第10面） 

（別添７：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及

び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記

載することができる。 

 

（以下略） 

 

 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略） 

（新設） 

 

 

  

 （第５面）  

（別添３：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

 

 （第９面） 

（別添６：登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する

使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名） 

（表略） 

（新設） 

  

 

 

（第10面） 

（別添７：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及

び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第十八号（第二百十八条、第二百二十二条関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

 （第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

１ 役員には取引所取引店の所在する国における代表者を含む。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書き

で併せて記載することができる。 

 

（略） 

 

（第９面） 

（別添７：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「国内における代表者の氏名」欄に

（ ）書きで併せて記載することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第十八号（第二百十八条、第二百二十二条関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

 （第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

役員には取引所取引店の所在する国における代表者を含む。 

 

 

 

（略） 

 

（第９面） 

（別添７：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（新設） 
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改正案 現行 

別紙様式第十九号の二（第二百三十二条の二、第二百三十二条の七関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

１ 役員には電子店頭デリバティブ取引等店の所在する国における代表者を含む。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書き

で併せて記載することができる。 

 

（略） 

 

（第８面） 

（別添６：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「国内における代表者の氏名」欄に

（ ）書きで併せて記載することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第十九号の二（第二百三十二条の二、第二百三十二条の七関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

役員には電子店頭デリバティブ取引等店の所在する国における代表者を含む。 

 

 

 

（略） 

 

（第８面） 

（別添６：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（新設） 
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改正案 現行 

別紙様式第二十四号（第二百五十七条、第二百六十三条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」、「３ 氏名」、「４ 役員の氏名」 

イ～ハ （略） 

ニ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「３ 氏名」欄に（ ）書きで併せ

て記載することができる。 

ホ 申請者が個人である場合は、「４ 役員の氏名」への記載は省略すること。 

４～６ （略） 

 

  （第３面） 

（別添１：役員の氏名又は名称）          

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第二十四号（第二百五十七条、第二百六十三条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」、「３ 氏名」、「４ 役員の氏名」 

イ～ハ （略） 

 （新設） 

 

ニ 申請者が個人である場合は、「４ 役員の氏名」への記載は省略すること。 

４～６ （略） 

 

  （第３面） 

（別添１：役員の氏名又は名称）          

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第二十七号（第二百九十六条、第三百四条関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１ （略） 

２ 「１ 法人格の有無」欄は、法人格がある場合にはその根拠規定を併せて記載すること。 

３ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「６ 登録申請者（外国法人に限る。）

の法第66条の28第１項に規定する国内における代表者又は第297条に規定する者の氏名」、「10 

法令等遵守責任者の氏名」、「11 信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督

する責任を有する者の氏名」及び「12 監督委員会の委員の氏名」の欄に内書（括弧書）で併

せて記載することができる。 

４ 「12 監督委員会の委員の氏名」の欄は、委員が独立委員である場合には、独立委員である

旨を内書（括弧書）で併せて記載すること。 

（第３面） 

（別添１：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含み、法人でない団体で代表者又は

管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人を含む。）の氏名又は名称） 

（表略）                           

（注意事項） 

  婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に内書（括弧書）で

併せて記載することができる。 

（以下略） 

別紙様式第二十七号（第二百九十六条、第三百四条関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１ （略） 

２ 「法人格の有無」欄は、法人格がある場合にはその根拠規定を併せて記載すること。 

（新設） 

 

 

 

 

３ 「監督委員会の委員の氏名」の欄は、委員が独立委員である場合には、独立委員である旨

を内書（括弧書）で併せて記載すること。 

（第３面） 

（別添１：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含み、法人でない団体で代表者又

は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人を含む。）の氏名又は名称） 

（表略） 

（新設） 

 

 

（以下略） 
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二

無
尽
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
年
大
蔵
省
令
第
二
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
二
条
の
六

（
略
）

第
二
十
二
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

無
尽
業
法
第
三
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五

３

無
尽
業
法
第
三
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
二
十
二
条
の
八
及
び
第
二
十
二
条
の
九
に
お
い
て
同
じ

。
以
下
こ
の
項
、
第
二
十
二
条
の
八
及
び
第
二
十
二
条
の
九
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記

。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場

事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

合
に
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
無
尽
業
法
第
三
十

（
新
設
）

五
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三

第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類

が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）
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第
二
十
二
条
の
十
一

（
略
）

第
二
十
二
条
の
十
一

（
略
）

２

無
尽
業
法
第
三
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五

２

無
尽
業
法
第
三
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契
約

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契
約

法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す

法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す

る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て

る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て

五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

二

財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
（
大
正
七
年
二
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
国
産

資
格

奨
励
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生

活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三

一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン

三

財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
五
日
に
財
団
法
人
日

ト
の
資
格

本
消
費
者
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る

消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

３

（
略
）

３

（
略
）
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三

証
券
金
融
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
一
条
の
二

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「

第
一
条
の
二

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
は
、
次

法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記

二

役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記

載
し
た
書
面
）

載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、

役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
、
ロ
又
は

ホ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書

面

三

役
員
の
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
役
員
が
法

（
新
設
）

人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条

（
新
設
）

の
二
十
四
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五

役
員
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
の
い
ず
れ
に
も
該

（
新
設
）
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当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

六
～
十
五

（
略
）

三
～
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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四

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
三
十
四

法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

第
三
十
四
条
の
三
十
四

法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

。
第
三
十
四
条
の
六
十
八
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ

。
第
三
十
四
条
の
六
十
八
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い

れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第
四
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

を
誓
約
す
る
書
面

一
の
二

個
人
で
あ
る
申
請
者
（
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
申
請
者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
（
同
項
の
申
請
書

を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
申
請
者
の
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
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を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
及
び
第
三

を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
及
び
第
三

十
四
条
の
四
十
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で

十
四
条
の
四
十
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
、
役
員
（
国
内
に
お

あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
を
含
む
。
）
、
役
員
（

け
る
営
業
所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本

国
内
に
お
け
る
営
業
所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ

票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書

れ
に
代
わ
る
書
面
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず

を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第
五
号
に

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
同
条
第
四
号
イ
か

該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第

ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約

四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役

す
る
書
面

員
が
誓
約
す
る
書
面

二
の
二

法
人
で
あ
る
申
請
者
の
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名

（
新
設
）

に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三
～
十
四

（
略
）

三
～
十
四

（
略
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
六
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

３

法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
四
条
の
七
十
一
及
び
第
三
十
四
条
の
七
十
二
に
お

。
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
四
条
の
七
十
一
及
び
第
三
十
四
条
の
七
十
二
に
お
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い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人

員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
五
十
二
条
の

（
新
設
）

六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ

る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
十
四
条
の
三
十
九
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
四
条
の
三
十
九
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
行
う
べ

の
職
務
を
行
う
べ

き
者
を
含
む
。
）

き
者
を
含
む
。
）

に
係
る
次
に
掲
げ

に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
面

る
書
面

イ

履
歴
書
（
就

イ

履
歴
書
（
就
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任
す
る
役
員
が

任
す
る
役
員
が

法
人
で
あ
る
と

法
人
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
役

き
は
、
当
該
役

員
の
沿
革
を
記

員
の
沿
革
を
記

載
し
た
書
面
）

載
し
た
書
面
を

含
む
。
）

ロ

住
民
票
の
抄

ロ

住
民
票
の
抄

本
（
就
任
す
る

本
（
就
任
す
る

役
員
が
法
人
で

役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、

あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
登

当
該
役
員
の
登

記
事
項
証
明
書

記
事
項
証
明
書

）
又
は
こ
れ
に

を
含
む
。
）
又

代
わ
る
書
面

は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面

ハ

婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
、
氏
名
に

併
せ
て
第
三
十

四
条
の
三
十
九

の
届
出
書
に
記

載
し
た
場
合
に

お
い
て
、
ロ
に

掲
げ
る
書
面
が
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当
該
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る

も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

銀
行
代
理
業
者
で
あ
る

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

銀
行
代
理
業
者
で
あ
る

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

法
人
の
子
法
人
等
又
は

は
当
該
親
法
人
等
若

法
人
の
子
法
人
等
又
は

は
当
該
子
法
人
等
の

銀
行
代
理
業
者
で
あ
る

し
く
は
当
該
親
法
人

当
該
子
法
人
等
の
親
法

親
法
人
等
若
し
く
は

法
人
の
親
法
人
等
若
し

等
の
子
法
人
等
（
当

人
等
若
し
く
は
当
該
親

当
該
親
法
人
等
の
子

く
は
当
該
親
法
人
等
の

該
銀
行
代
理
業
者
で

法
人
等
の
子
法
人
等
の

法
人
等
の
商
号
又
は

子
法
人
等
（
当
該
銀
行

あ
る
法
人
を
除
く
。

変
更

名
称

代
理
業
者
で
あ
る
法
人

）
の
商
号
又
は
名
称

を
除
く
。
）
の
変
更

二

当
該
子
法
人
等
又

二

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
銀
行
代
理
業
者
で

法
人
等
の
主
た
る
営
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あ
る
法
人
を
除
く
。

業
所
等
の
所
在
地

）
の
主
た
る
営
業
所

等
の
所
在
地

三

当
該
子
法
人
等
又

三

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
銀
行
代
理
業
者
で

法
人
等
の
代
表
者
の

あ
る
法
人
を
除
く
。

氏
名
又
は
名
称

）
の
代
表
者
の
氏
名

又
は
名
称

四

当
該
子
法
人
等
又

四

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
銀
行
代
理
業
者
で

法
人
等
の
業
務
の
内

あ
る
法
人
を
除
く
。

容

）
の
業
務
の
内
容

五

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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五

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
二
十
五
条
の
十
四

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

第
二
十
五
条
の
十
四

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

。
第
二
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ

。
第
二
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
二
十
五
条
の
十
六
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず

れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
二
十
五
条
の
十
六
第
四
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

誓
約
す
る
書
面

一
の
二

個
人
で
あ
る
申
請
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
申
請
者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
（
同
項
の
申

請
書
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前

号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
申
請
者
の
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
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を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
十
五
条
の
十
六
及
び
第
二
十

を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
十
五
条
の
十
六
及
び
第
二
十

七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は

七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は

、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業
所

、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
を
含
む
。
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け

又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法

る
営
業
所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（

人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
を
含
む
。
）

書
面
、
第
二
十
五
条
の
十
六
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
第
二
十
五
条
の
十
六
第
五
号
に
該
当
し
な
い
こ

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
同
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い

と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
第
二
十
五
条
の
十
六
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書

面

二
の
二

法
人
で
あ
る
申
請
者
の
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名

（
新
設
）

に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三
～
十
四

（
略
）

三
～
十
四

（
略
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
五
条
の
四
十
五

（
略
）

第
二
十
五
条
の
四
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

３

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
二
十
五
条
の
四
十
七
及
び
第
二
十
五
条
の
四
十
八
に
お

。
以
下
こ
の
項
、
第
二
十
五
条
の
四
十
七
及
び
第
二
十
五
条
の
四
十
八
に
お
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い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人

員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
銀
行
法
第
五
十
二

（
新
設
）

条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に

掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
の
十
八
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
の
十
八
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
行
う
べ

の
職
務
を
行
う
べ

き
者
を
含
む
。
）

き
者
を
含
む
。
）

に
係
る
次
に
掲
げ

に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
面

る
書
面
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イ

履
歴
書
（
就

イ

履
歴
書
（
就

任
す
る
役
員
が

任
す
る
役
員
が

法
人
で
あ
る
と

法
人
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
役

き
は
、
当
該
役

員
の
沿
革
を
記

員
の
沿
革
を
記

載
し
た
書
面
）

載
し
た
書
面
を

含
む
。
）

ロ

住
民
票
の
抄

ロ

住
民
票
の
抄

本
（
就
任
す
る

本
（
就
任
す
る

役
員
が
法
人
で

役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、

あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
登

当
該
役
員
の
登

記
事
項
証
明
書

記
事
項
証
明
書

）
又
は
こ
れ
に

を
含
む
。
）
又

代
わ
る
書
面

は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面

ハ

婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
、
氏
名
に

併
せ
て
法
第
二

十
五
条
の
十
八

の
届
出
書
に
記

載
し
た
場
合
に

お
い
て
、
ロ
に
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掲
げ
る
書
面
が

当
該
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る

も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

長
期
信
用
銀
行
代
理
業

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

長
期
信
用
銀
行
代
理
業

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

者
で
あ
る
法
人
の
子
法

は
当
該
親
法
人
等
若

者
で
あ
る
法
人
の
子
法

は
当
該
子
法
人
等
の

人
等
又
は
長
期
信
用
銀

し
く
は
当
該
親
法
人

人
等
又
は
当
該
子
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

行
代
理
業
者
で
あ
る
法

等
の
子
法
人
等
（
当

等
の
親
法
人
等
若
し
く

当
該
親
法
人
等
の
子

人
の
親
法
人
等
若
し
く

該
長
期
信
用
銀
行
代

は
当
該
親
法
人
等
の
子

法
人
等
の
商
号
又
は

は
当
該
親
法
人
等
の
子

理
業
者
で
あ
る
法
人

法
人
等
の
変
更

名
称

法
人
等
（
当
該
長
期
信

を
除
く
。
）
の
商
号

用
銀
行
代
理
業
者
で
あ

又
は
名
称

る
法
人
を
除
く
。
）
の

変
更

二

当
該
子
法
人
等
又

二

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の
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し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
長
期
信
用
銀
行
代

法
人
等
の
主
た
る
営

理
業
者
で
あ
る
法
人

業
所
等
の
所
在
地

を
除
く
。
）
の
主
た

る
営
業
所
等
の
所
在

地
三

当
該
子
法
人
等
又

三

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
長
期
信
用
銀
行
代

法
人
等
の
代
表
者
の

理
業
者
で
あ
る
法
人

氏
名
又
は
名
称

を
除
く
。
）
の
代
表

者
の
氏
名
又
は
名
称

四

当
該
子
法
人
等
又

四

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
長
期
信
用
銀
行
代

法
人
等
の
業
務
の
内

理
業
者
で
あ
る
法
人

容

を
除
く
。
）
の
業
務

の
内
容
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五

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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六

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
百
四
十
条

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

第
百
四
十
条

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

。
第
百
七
十
条
の
二
の
二
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ

。
第
百
七
十
条
の
二
の
二
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
百
四
十
三
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に

れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
百
四
十
三
条
第
四
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

す
る
書
面

一
の
二

個
人
で
あ
る
申
請
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
申
請
者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
（
同
項
の
申

請
書
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前

号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
申
請
者
の
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
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を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
四
十
三
条
及
び
第
百
五
十
四

を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
四
十
三
条
及
び
第
百
五
十
四

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業
所
又

当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
を
含
む
。
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る

は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人

営
業
所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
を
含
む
。
）
又

面
、
第
百
四
十
三
条
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
第
百
四
十
三
条
第
五
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
同
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に

約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
第
百
四
十
三
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

二
の
二

法
人
で
あ
る
申
請
者
の
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名

（
新
設
）

に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監

八

会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監

査
人
設
置
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
許
可
の
申
請
の
日

査
人
設
置
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
許
可
の
申
請
の
日

を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
同
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定

を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
規

す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

定
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

九
～
十
四

（
略
）

九
～
十
四

（
略
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
百
七
十
条
の
二
の
二

（
略
）

第
百
七
十
条
の
二
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

３

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
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め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
百
七
十
条
の
二
の
四
及
び
第
百
七
十
条
の
二
の
五
に
お

。
以
下
こ
の
項
、
第
百
七
十
条
の
二
の
四
及
び
第
百
七
十
条
の
二
の
五
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人

員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
銀
行
法
第
五
十
二

（
新
設
）

条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に

掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

別
表
第
二
（
第
百
四
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
百
四
十
五
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
行
う
べ

の
職
務
を
行
う
べ
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き
者
を
含
む
。
）

き
者
を
含
む
。
）

に
係
る
次
に
掲
げ

に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
面

る
書
面

イ

履
歴
書
（
就

イ

履
歴
書
（
就

任
す
る
役
員
が

任
す
る
役
員
が

法
人
で
あ
る
と

法
人
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
役

き
は
、
当
該
役

員
の
沿
革
を
記

員
の
沿
革
を
記

載
し
た
書
面
）

載
し
た
書
面
を

含
む
。
）

ロ

住
民
票
の
抄

ロ

住
民
票
の
抄

本
（
就
任
す
る

本
（
就
任
す
る

役
員
が
法
人
で

役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、

あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
登

当
該
役
員
の
登

記
事
項
証
明
書

記
事
項
証
明
書

）
又
は
こ
れ
に

を
含
む
。
）
又

代
わ
る
書
面

は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面

ハ

婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
、
氏
名
に

併
せ
て
第
百
四

十
五
条
の
届
出
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書
に
記
載
し
た

場
合
に
お
い
て

、
ロ
に
掲
げ
る

書
面
が
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
も
の
で

な
い
と
き
は
、

当
該
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る

書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

所
属
信
用
金
庫
の
変
更

一

新
た
に
所
属
信
用

一
～
五

（
略
）

所
属
信
用
金
庫
の
変
更

一

新
た
に
所
属
信
用

一
～
五

（
略
）

金
庫
か
ら
委
託
を
受

金
庫
か
ら
委
託
を
受

け
る
こ
と
と
な
つ
た

け
る
こ
と
と
な
つ
た

場
合

場
合

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
委
託
を
受

ロ

当
該
委
託
を
受

け
て
信
用
金
庫
代

け
て
信
用
金
庫
代

理
業
を
行
う
営
業

理
業
を
行
う
営
業

所
等
の
名
称
及
び

所
等
の
名
称
、
所
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所
在
地

在
地

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

新
た
に
信
用
金
庫

二

新
た
に
信
用
金
庫

代
理
業
再
委
託
者
か

代
理
業
再
委
託
者
か

ら
再
委
託
を
受
け
る

ら
再
委
託
を
受
け
る

こ
と
と
な
つ
た
場
合

こ
と
と
な
つ
た
場
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
再
委
託
を

（
新
設
）

受
け
て
信
用
金
庫

代
理
業
を
行
う
営

業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

信
用
金
庫
代
理
業
者
で

一

（
略
）

（
略
）

信
用
金
庫
代
理
業
者
で

一

（
略
）

（
略
）

あ
る
個
人
又
は
信
用
金

二

他
の
法
人
の
常
務

あ
る
個
人
又
は
信
用
金

二

他
の
法
人
の
常
務

庫
代
理
業
者
で
あ
る
法

に
従
事
し
な
い
こ
と

庫
代
理
業
者
で
あ
る
法

に
従
事
し
な
い
こ
と

人
の
役
員
が
常
務
に
従

と
な
つ
た
場
合

人
の
役
員
が
常
務
に
従

と
な
つ
た
場
合

事
す
る
他
の
法
人
の
変

イ
・
ロ

（
略
）

事
す
る
他
の
法
人
の
変

イ
・
ロ

（
略
）

更

ハ

信
用
金
庫
代
理

更

ハ

銀
行
代
理
業
者
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業
者
が
法
人
で
あ

が
法
人
で
あ
る
場

る
場
合
は
、
当
該

合
は
、
当
該
他
の

他
の
法
人
の
常
務

法
人
の
常
務
に
従

に
従
事
し
な
い
こ

事
し
な
い
こ
と
と

と
と
な
つ
た
役
員

な
つ
た
役
員
の
氏

の
氏
名

名

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

信
用
金
庫
代
理
業
者
で

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

信
用
金
庫
代
理
業
者
で

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

あ
る
法
人
の
子
法
人
等

は
当
該
親
法
人
等
若

あ
る
法
人
の
子
法
人
等

は
当
該
子
法
人
等
の

又
は
信
用
金
庫
代
理
業

し
く
は
当
該
親
法
人

又
は
当
該
子
法
人
等
の

親
法
人
等
若
し
く
は

者
で
あ
る
法
人
の
親
法

等
の
子
法
人
等
（
当

親
法
人
等
若
し
く
は
当

当
該
親
法
人
等
の
子

人
等
若
し
く
は
当
該
親

該
信
用
金
庫
代
理
業

該
親
法
人
等
の
子
法
人

法
人
等
の
商
号
又
は

法
人
等
の
子
法
人
等
（

者
で
あ
る
法
人
を
除

等
の
変
更

名
称

当
該
信
用
金
庫
代
理
業

く
。
）
の
商
号
又
は

者
で
あ
る
法
人
を
除
く

名
称

。
）
の
変
更

二

当
該
子
法
人
等
又

二

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子
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該
信
用
金
庫
代
理
業

法
人
等
の
主
た
る
営

者
で
あ
る
法
人
を
除

業
所
等
の
所
在
地

く
。
）
の
主
た
る
営

業
所
等
の
所
在
地

三

当
該
子
法
人
等
又

三

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
信
用
金
庫
代
理
業

法
人
等
の
代
表
者
の

者
で
あ
る
法
人
を
除

氏
名
又
は
名
称

く
。
）
の
代
表
者
の

氏
名
又
は
名
称

四

当
該
子
法
人
等
又

四

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
信
用
金
庫
代
理
業

法
人
等
の
業
務
の
内

者
で
あ
る
法
人
を
除

容

く
。
）
の
業
務
の
内

容
五

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
三
（
第
百
六
十
七
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
百
六
十
七
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

信
用
金
庫
代
理
業
者
で

（
略
）

一
・
二

（
略
）

信
用
金
庫
代
理
業
で
あ

（
略
）

一
・
二

（
略
）

あ
る
個
人
が
死
亡
し
た

る
個
人
が
死
亡
し
た
と

と
き

き

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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七

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
十
二
条
の
六

（
略
）

第
四
十
二
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
十
二
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項

３

法
第
十
二
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項

第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る

第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
四
十
二
条
の
八
及
び
第
四
十
二
条
の
九
に
お
い
て
同
じ

。
以
下
こ
の
項
、
第
四
十
二
条
の
八
及
び
第
四
十
二
条
の
九
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記

。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場

事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

合
に
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
十
二
条
の
四

（
新
設
）

に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
八
十
五
条
の
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に

記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）
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八

貸
金
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
一
条
の
五

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
よ

第
一
条
の
五

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
四
条
第
一
項
の
登

う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
四
条
第
一
項
の
登

録
申
請
書
（
次
項
及
び
第
四
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と

録
申
請
書
（
次
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
、
同
条
第
二
項

い
う
。
）
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
添

の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
一
部

付
書
類
」
と
い
う
。
）
一
部
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事

を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
「
営
業
所
等
」

務
所
（
以
下
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（

と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支

当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福

局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し

岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
取
締
役
等
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
者
）

（
取
締
役
等
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
者
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
三
号
及

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
三
号
及

び
第
三
十
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

び
第
三
十
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

三

当
該
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
、
第
四
条
、
第
五
条
の
二
第
二

の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
、
第
四
条
、
第
五
条
の
二
第
二

号
、
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四

号
、
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
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号
ロ
、
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
、
第
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
並
び
に

号
ロ
、
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
、
第
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
並
び
に

第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
八
条
第
二
号
ロ
、
第
二
十
六
条
の
二
十
七

第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
八
条
第
二
号
ロ
、
第
二
十
六
条
の
二
十
七

第
二
号
イ
、
第
二
十
六
条
の
二
十
九
第
三
項
第
一
号
、
第
三
十
条
第
十
号
、

第
二
号
イ
、
第
二
十
六
条
の
二
十
九
第
三
項
第
一
号
、
第
三
十
条
第
九
号
、

第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
七
第

第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
七
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

３

法
第
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以

掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以

内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
（
法
第
四
条
第

一

登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
（
法
第
四
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
の
う
ち
法
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
の
う
ち
法
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
法

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
法

定
代
理
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
第
三

定
代
理
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下

号
、
第
四
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
令
第
三
条
に
規
定
す
る
使

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
令
第
三
条
に
規
定
す
る
使
用
人
（
以
下
「
重

用
人
（
以
下
「
重
要
な
使
用
人
」
と
い
う
。
）
及
び
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者

要
な
使
用
人
」
と
い
う
。
）
及
び
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
（
法
第
十
二
条
の

（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
住

三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は

民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

こ
れ
に
代
わ
る
書
面
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二

登
録
申
請
者
、
役
員
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い

（
新
設
）

う
。
第
五
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
十
条
の
六
の
二
第
三
項
第
三
号

、
第
二
十
六
条
の
三
十
七
、
第
二
十
六
条
の
三
十
九
、
第
二
十
六
条
の
六
十

、
第
二
十
六
条
の
六
十
一
、
第
二
十
六
条
の
七
十
四
並
び
に
第
三
十
条
か
ら

第
三
十
条
の
二
十
四
ま
で
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
及
び
重
要
な
使
用
人
の

婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
登
録
申
請
者
、
役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
の
氏
名
に

併
せ
て
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
登
録
申
請
者
、
役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る

も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三
・
四

（
略
）

二
・
三

（
略
）

五

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員

四

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
役
員
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
沿
革

す
る
役
員
を
い
う
。
第
五
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
十
条
の
六
の
二

第
三
項
第
三
号
、
第
二
十
六
条
の
三
十
七
、
第
二
十
六
条
の
三
十
九
、
第
二

十
六
条
の
六
十
、
第
二
十
六
条
の
六
十
一
、
第
二
十
六
条
の
七
十
四
並
び
に

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
条
の
二
十
四
ま
で
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
別
紙
様
式
第
二
号
の

二
に
よ
り
作
成
し
た
沿
革

六

（
略
）

四
の
二

（
略
）

七
～
十

（
略
）

五
～
八

（
略
）

十
一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

九

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

次
に
定
め
る
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
会
計
監

に
定
め
る
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
会
計
監
査

査
報
告
又
は
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

報
告
又
は
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認

十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認

会
計
士
を
含
む
。
第
三
十
条
第
十
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
監
査
法

会
計
士
を
含
む
。
第
三
十
条
第
九
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
監
査
法

人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
法
人

当
該
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監

人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
法
人

当
該
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監

査
報
告

査
報
告

十
二
～
十
七

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）

第
五
条
の
四
の
二

（
略
）

第
五
条
の
四
の
二

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
三
項
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
三
項
第
十
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
営
業
所
等
（
自

は
、
同
号
中
「
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
営
業
所
等
（
自

動
契
約
受
付
機
又
は
現
金
自
動
設
備
の
み
に
よ
り
貸
付
け
に
関
す
る
業
務
を
行

動
契
約
受
付
機
又
は
現
金
自
動
設
備
の
み
に
よ
り
貸
付
け
に
関
す
る
業
務
を
行

う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
の
貸
付
け
の
業
務
の

う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
の
貸
付
け
の
業
務
の

経
験
者
（
営
業
所
等
ご
と
に
在
籍
す
る
貸
付
け
の
業
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た

経
験
者
（
営
業
所
等
ご
と
に
在
籍
す
る
貸
付
け
の
業
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た

者
を
い
う
。
）
各
一
人
の
業
務
経
歴
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
第
五
条
の

者
を
い
う
。
）
各
一
人
の
業
務
経
歴
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
第
五
条
の

四
の
二
第
一
項
第
二
号
の
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面
及
び
同
号
の
貸
付
け

四
の
二
第
一
項
第
二
号
の
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面
及
び
同
号
の
貸
付
け

の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
の
業
務
経
歴
書
」
と
す
る
。

の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
の
業
務
経
歴
書
」
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
純
資
産
額
）

（
純
資
産
額
）

第
五
条
の
五

法
第
六
条
第
四
項
の
純
資
産
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

第
五
条
の
五

法
第
六
条
第
四
項
の
純
資
産
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

個
人

最
終
事
業
年
度
（
個
人
の
事
業
年
度
は
、
一
月
一
日
か
ら
そ
の
年

二

個
人

最
終
事
業
年
度
（
個
人
の
事
業
年
度
は
、
一
月
一
日
か
ら
そ
の
年
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の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
別
紙
様
式
第
四

の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
別
紙
様
式
第
四

号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
四
条
第
三
項
第
十
二
号
の
財
産
に
関
す
る
調
書
）
に
お
い
て

あ
つ
て
は
、
第
四
条
第
三
項
第
十
号
の
財
産
に
関
す
る
調
書
）
に
お
い
て
、

、
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

２

（
略
）

２

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
七
条

金
融
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規

第
七
条

金
融
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し

た
変
更
届
出
書
（
次
項
並
び
に
次
条
第
二
号
イ

及
び
第
五
号
ハ
に
お
い
て
単

た
変
更
届
出
書
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。
）
に
、
同

に
「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。
）
に
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
（

条
第
三
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
添
付
書
類
」
と
い

次
項
に
お
い
て
単
に
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
一
部
を
添
付
し
て
、
管
轄
財

う
。
）
一
部
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
変
更
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
変
更
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
八
条

法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各

第
八
条

法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証

明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

役
員
（
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

二

役
員
（
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り
作

い
て
同
じ
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り
作
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成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及

成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及

び
次
に
掲
げ
る
新
た
な
役
員
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
書
類

び
次
に
掲
げ
る
新
た
な
役
員
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

個
人

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

個
人

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合

（
新
設
）

に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の

で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

～

（
略
）

～

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

重
要
な
使
用
人
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り

三

重
要
な
使
用
人
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り

作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面
及
び
新
た
に
重
要
な
使
用
人
と
な
つ
た
者
に
係
る
前
号
イ

か

約
す
る
書
面
及
び
新
た
に
重
要
な
使
用
人
と
な
つ
た
者
に
係
る
前
号
イ

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

四

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三

四

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三

に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
十
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
十
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面
並
び
に
新
た
に
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
第
四

す
る
書
面
並
び
に
新
た
に
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
第
四

条
第
三
項
第
十
三
号
並
び
に
第
二
号
イ

、

及
び

に
掲
げ
る
書
類

条
第
三
項
第
十
一
号
並
び
に
第
二
号
イ

、

及
び

に
掲
げ
る
書
類

五

未
成
年
者
で
あ
る
貸
金
業
者
の
法
定
代
理
人
又
は
第
二
条
第
一
項
第
四
号

五

未
成
年
者
で
あ
る
貸
金
業
者
の
法
定
代
理
人
又
は
第
二
条
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
者
（
ロ
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
法
定
代
理
人
」
と
い

に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
法
定
代
理

う
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

人
」
と
い
う
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り

イ

別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
八
号
に

作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

及
び
新
た
に
法
定
代
理
人
と
な
つ
た
者
に
係
る
第
二
号
イ

か
ら

ま
で
又

ロ

新
た
に
法
定
代
理
人
と
な
つ
た
者
に
係
る
第
二
号
イ
（

を
除
く
。
）

は
ロ
に
掲
げ
る
書
類
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又
は
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ

第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
者
の
氏

名
に
併
せ
て
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
イ

に

掲
げ
る
書
類
が
当
該
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
協
会
設
立
の
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
協
会
設
立
の
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
六
条
の
七
十
四

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
十
六
条
の
七
十
四

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

る
書
類
は
、
役
員
の
履
歴
書
、
役
員
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

一

役
員
の
履
歴
書

類
及
び
役
員
が
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

二

役
員
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類
と
す
る
。

三

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
二
十
七
条
第

一
項
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
類

四

役
員
が
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

（
指
定
申
請
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
の
添
付
書
類
）

第
三
十
条

法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
三
十
条

法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

法
第
四
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

二

法
第
四
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
（
次
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
総
株
主
等
の

者
（
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
総
株
主
等
の

議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
、
社
員
又
は
出

議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
、
社
員
又
は
出

資
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有

資
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有

す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

三

（
略
）

三

（
略
）

四

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
が
法
人
で
あ
る

四

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
、
取
締
役
、
執
行
役
、
会

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
、
取
締
役
、
執
行
役
、
会

計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員

計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員

を
含
む
。
）
、
監
査
役
、
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

を
含
む
。
）
、
監
査
役
、
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

住
民
票
の
抄
本
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
会

き
は
、
当
該
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）

計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
会
計
参

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

与
の
登
記
事
項
証
明
書
）

五

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
四
十
一
条
の

（
新
設
）

十
四
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

六
～
十
一

（
略
）

五
～
十

（
略
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
条
の
二
十

（
略
）

第
三
十
条
の
二
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

法
第
四
十
一
条
の
四
十
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

３

法
第
四
十
一
条
の
四
十
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
法
第
四
十
一
条
の
三
十
九
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い

三

役
員
（
法
第
四
十
一
条
の
三
十
九
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
条
の
二
十
三
及
び
第
三
十
条
の
二
十
四
に
お
い

う
。
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
条
の
二
十
三
及
び
第
三
十
条
の
二
十
四
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員

て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で

の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
四
十
一
条
の

（
新
設
）

四
十
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）
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改正案 現行 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第１号（第１条の５関係）                      （第１面） 

 

                    （略）                     

 

（第２面） 

（表略） 
（記載上の注意） 
１～６ （略） 
７ 「氏名」には、婚姻により氏を改めた者の場合においては、婚姻前の氏名を括弧書で併記
することができる。ただし、「法定代理人」が婚姻により氏を改めた者である場合にはこの
限りでない。 

８・９ （略） 
 

（第３面） 
９ （略） 
（記載上の注意） 
 １ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」に括弧書で併記することが

できる。 
 ２ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第３面

の次に添付すること。 
 

                    （以下略）                        
 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第１号（第１条の５関係）                      （第１面） 

 

                    （略）                     

 

（第２面） 

（表略） 
（記載上の注意） 
１～６  （略） 
（新設） 
 
 
７・８ （略） 
 

（第３面） 
９ （略） 
（記載上の注意） 
記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第３面の次

に添付すること。 
 
 
 
                     （以下略）                        
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改正案 現行 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第３号（第４条第３項第７号関係） 
 
                   （以下略）                        

 
 
 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第３号（第４条第３項第５号関係） 
 
                      （以下略）                        
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改正案 現行 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第４号の２（第４条第３項第15号関係） 
 
                   （以下略）                        

 
 
 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第４号の２（第４条第３項第13号関係） 
 
                      （以下略）                        
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改正案 現行 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第４号の２の２（第４条第３項第16号関係） 
 
                   （以下略）                        

 
 
 

（日本工業規格Ａ４） 

別紙様式第４号の２の２（第４条第３項第14号関係） 
 
                   （以下略）                        
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九

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
六
十
九
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第

３

法
第
六
十
九
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第

二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票

。
以
下
こ
の
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票

の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
九
条
の

（
新
設
）

五
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請

書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る

書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）
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十

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
一
条
の
四

（
略
）

第
一
条
の
四

（
略
）

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制
に
は
、
銀
行
法
（

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制
に
は
、
法
第
六
条

昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
（
第
四
号
を

の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号

除
く
。
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
行

）
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他

う
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の
ほ
か
、
次
の

外
国
銀
行
代
理
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
体
制
を
含
む
も
の

為
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
八
十
条

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
八
十
条

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
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。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
八
十
三
条
第
四
号
イ
か

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
八
十
三
条
第
四
号
に
該

ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

一
の
二

個
人
で
あ
る
申
請
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
申
請
者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
（
同
項
の
申

請
書
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前

号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
申
請
者
の
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
八
十
三
条
及
び
第
九
十
四
条
第

を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
八
十
三
条
及
び
第
九
十
四
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業
所
又
は
事

役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
を
含
む
。
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業

務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ

所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が

る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
を
含
む
。
）
又
は
こ

第
八
十
三
条
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

れ
に
代
わ
る
書
面
、
第
八
十
三
条
第
五
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

約
す
る
書
面
及
び
役
員
が
同
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

書
面
及
び
役
員
が
第
八
十
三
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

二
の
二

法
人
で
あ
る
申
請
者
の
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名

（
新
設
）

に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監

八

会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監
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査
人
設
置
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
許
可
の
申
請
の
日

査
人
設
置
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
許
可
の
申
請
の
日

を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
同
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定

を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
規

す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

定
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

九
～
十
四

（
略
）

九
～
十
四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
八
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
八
十
五
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

役
員
（
役
員
が
法
人
で

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

三

就
任
す
る
役
員

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

務
を
行
う
べ
き
者
を
含

（
役
員
が
法
人
で

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

む
。
）
の
変
更

あ
る
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
行
う
べ

の
職
務
を
行
う
べ

き
者
を
含
む
。
）

き
者
を
含
む
。
）

に
係
る
次
に
掲
げ

に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
面

る
書
面

イ

履
歴
書
（
就

イ

履
歴
書
（
就

任
す
る
役
員
が

任
す
る
役
員
が

法
人
で
あ
る
と

法
人
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
役

き
は
、
当
該
役
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員
の
沿
革
を
記

員
の
沿
革
を
記

載
し
た
書
面
）

載
し
た
書
面
を

含
む
。
）

ロ

住
民
票
の
抄

ロ

住
民
票
の
抄

本
（
就
任
す
る

本
（
就
任
す
る

役
員
が
法
人
で

役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、

あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
登

当
該
役
員
の
登

記
事
項
証
明
書

記
事
項
証
明
書

）
又
は
こ
れ
に

を
含
む
。
）
又

代
わ
る
書
面

は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面

ハ

婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
、
氏
名
に

併
せ
て
第
八
十

五
条
の
届
出
書

に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、

ロ
に
掲
げ
る
書

面
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証

す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
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該
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
書

面
ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

所
属
信
用
協
同
組
合
の

一

新
た
に
所
属
信
用

一
～
五

（
略
）

所
属
信
用
協
同
組
合
の

一

新
た
に
所
属
信
用

一
～
五

（
略
）

変
更

協
同
組
合
か
ら
委
託

変
更

協
同
組
合
か
ら
委
託

を
受
け
る
こ
と
と
な

を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合

っ
た
場
合

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
委
託
を
受

ロ

当
該
委
託
を
受

け
て
信
用
協
同
組

け
て
信
用
協
同
組

合
代
理
業
を
行
う

合
代
理
業
を
行
う

営
業
所
等
の
名
称

営
業
所
等
の
名
称

及
び
所
在
地

、
所
在
地

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

新
た
に
信
用
協
同

二

新
た
に
信
用
協
同

組
合
代
理
業
再
委
託

組
合
代
理
業
再
委
託

者
か
ら
再
委
託
を
受

者
か
ら
再
委
託
を
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た

け
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合

場
合
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イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
再
委
託
を

ハ

当
該
再
委
託
を

受
け
て
信
用
協
同

受
け
て
信
用
協
同

組
合
代
理
業
を
行

組
合
代
理
業
を
行

う
営
業
所
等
の
名

う
営
業
所
等
の
名

称
及
び
所
在
地

称
、
所
在
地

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

信
用
協
同
組
合
代
理
業

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

信
用
協
同
組
合
代
理
業

一

当
該
子
法
人
等
又

（
略
）

者
で
あ
る
法
人
の
子
法

は
当
該
親
法
人
等
若

者
で
あ
る
法
人
の
子
法

は
当
該
子
法
人
等
の

人
等
又
は
信
用
協
同
組

し
く
は
当
該
親
法
人

人
等
又
は
当
該
子
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

合
代
理
業
者
で
あ
る
法

等
の
子
法
人
等
（
当

等
の
親
法
人
等
若
し
く

当
該
親
法
人
等
の
子

人
の
親
法
人
等
若
し
く

該
信
用
協
同
組
合
代

は
当
該
親
法
人
等
の
子

法
人
等
の
商
号
又
は

は
当
該
親
法
人
等
の
子

理
業
者
で
あ
る
法
人

法
人
等
の
変
更

名
称

法
人
等
（
当
該
信
用
協

を
除
く
。
）
の
商
号

同
組
合
代
理
業
者
で
あ

又
は
名
称

る
法
人
を
除
く
。
）
の

変
更

二

当
該
子
法
人
等
又

二

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の
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し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
信
用
協
同
組
合
代

法
人
等
の
主
た
る
営

理
業
者
で
あ
る
法
人

業
所
等
の
所
在
地

を
除
く
。
）
の
主
た

る
営
業
所
等
の
所
在

地
三

当
該
子
法
人
等
又

三

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
信
用
協
同
組
合
代

法
人
等
の
代
表
者
の

理
業
者
で
あ
る
法
人

氏
名
又
は
名
称

を
除
く
。
）
の
代
表

者
の
氏
名
又
は
名
称

四

当
該
子
法
人
等
又

四

当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若

は
当
該
子
法
人
等
の

し
く
は
当
該
親
法
人

親
法
人
等
若
し
く
は

等
の
子
法
人
等
（
当

当
該
親
法
人
等
の
子

該
信
用
協
同
組
合
代

法
人
等
の
業
務
の
内

理
業
者
で
あ
る
法
人

容

を
除
く
。
）
の
業
務

の
内
容
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五

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
百
七
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
百
七
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

信
用
協
同
組
合
代
理
業

（
略
）

一
・
二

（
略
）

信
用
協
同
組
合
代
理
業

（
略
）

一
・
二

（
略
）

者
で
あ
る
個
人
が
死
亡

で
あ
る
個
人
が
死
亡
し

し
た
と
き

た
と
き

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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十
一

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
議
決
権
の
保
有
者
に
係
る

（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
議
決
権
の
保
有
者
に
係
る

承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
二

（
略
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
二

（
略
）

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

議
決
権
保
有
割
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規

一

議
決
権
保
有
割
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
議
決
権
保
有
割
合
を
い
う
。
第
二
百
十
一
条
の
七
十
五
第
二
項
第
一

定
す
る
議
決
権
保
有
割
合
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
五

（
略
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
五

（
略
）

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

議
決
権
保
有
割
合
に
関
す
る
事
項

二

取
得
資
金
に
関
す
る
事
項

三

保
有
の
目
的
に
関
す
る
事
項

３

（
略
）

２

（
略
）
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（
特
定
少
額
短
期
持
株
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

（
特
定
少
額
短
期
持
株
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る

第
二
百
十
一
条
の
七
十
七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
た
だ
し
書

内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
承
認
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
承
認
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

理
由
書

二

第
二
百
十
一
条
の
七
十
五
第
三
項
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

二

第
二
百
十
一
条
の
七
十
五
第
二
項
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
同
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ま
で
並
び
に
同
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
三
十
九
条
の
五

（
略
）

第
二
百
三
十
九
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
三
百
八
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

３

法
第
三
百
八
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
八
及
び
第
二
百
三
十
九
条
の
九
に
お

。
以
下
こ
の
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
八
及
び
第
二
百
三
十
九
条
の
九
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人

員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
三
百
八
条
の

（
新
設
）

三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書

類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第 16号（第 211条の２関係）  

（日本工業規格Ａ４）  

 

（略） 

 

（別添１：取締役、会計参与及び監査役（取締役、執行役及び会計参与）の氏名）  （第３面）  

（表略） 

（記載上の注意） 

 １． （略） 

 ２．婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記

載することができる。 

 ３． （略） 

（以下略） 

 

別紙様式第 16号（第 211条の２関係）  

（日本工業規格Ａ４）  

 

（略） 

 

（別添１：取締役、会計参与及び監査役（取締役、執行役及び会計参与）の氏名）   （第３面）  

（表略） 

（記載上の注意） 

 １． （略） 

 （新設） 

 

 ２． （略） 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 23（第 211条の 75関係） 

（日本工業規格Ａ４）   

保険業法第 272 条の 36第１項に基づく少額短期保険持株会社承認申請書 

（No.   ）   

               年  月  日  

財 務（支）局 長 殿 

      

                       商       号                       印(ｲ) 

                     本 店 所 在 地              

 少額短期保険業者を子会社とする持株会社になること（又は持株会社を設立すること）について、

保険業法第 272 条の 36第１項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請いたします。 

 

１ 申請者の概要(ﾛ) 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号              

 

 

（削る） 
（削る） 

（削る） 

事 業 の 種 類              
 

設立年月日  年  月  日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

    ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

取締役及び監査役（監査等委員会設置

会社にあっては取締役、指名委員会等

設置会社にあっては取締役及び執行

役）の氏名 

（フ リ ガ ナ） 

氏  名 
役 職 名 

  

  

  

  

  

  

本店その他の営業所の名称及び所在地 
名  称 所 在 地 

  

別紙様式第 16 号の 23（第 211条の 75関係） 

（日本工業規格Ａ４）   

保険業法第 272 条の 36第１項に基づく少額短期保険持株会社承認申請書 

（No.   ）   

               年  月  日  

財 務（支）局 長 殿 

      

                       商       号                       印(ｲ) 

                     本 店 所 在 地              

 ○○少額短期保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有（又は主要株主基準値以上の数の

議決権の保有者である会社の設立）をいたしたく、保険業法第 272 条の 36 第１項の規定に基づき、

下記のとおり承認を申請いたします。 

１ 申請者の概要(ﾛ) 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

本 店 所 在 地              

 

 

事 業 の 種 類              
 

設立年月日  年  月  日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

    ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

（新設） 

（新設） （新設） 

  

  

  

  

  

  

（新設） 
（新設） （新設） 
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改正案 現行 

  

  

  

  

  

事 務 上 の 連 絡 先              

及 び 担 当 者 名              

 

電 話 番 号              
 

２ 子会社とする少額短期保険業者の概要 

商号  

本店所在地  

３ 申請者が保有する議決権の数及び議決権保有割合(ﾊ)  

申請者が保有する議決権の数 (A) 

少額短期保険業者の総株主の議決権 (B) 

議決権保有割合 （A／B×100） 

４ 保有の目的(ﾆ) 

新保有の目的         

旧保有の目的         

５ 取得資金(ﾎ) 

⑴ 取得資金の内訳 

自己資金額（千円）   
借 入 金 額計 （千

円） 

 

     

その他（具体的に） 

  
その他金額計（千円） 

 

 

取得資金合計（千円）  

⑵ 借入金の内訳 

  

  

  

  

  

事 務 上 の 連 絡 先              

及 び 担 当 者 名              

 

電 話 番 号              
 

（新設） 

 

 

 

２ 申請者が保有する議決権の数及び議決権保有割合(ﾊ) 

申請者が保有する議決権の数 (A) 

少額短期保険業者の総株主の議決権 (B) 

議決権保有割合 （A／B×100） 

３ 保有の目的(ﾆ) 

新保有の目的         

旧保有の目的         

４ 取得資金(ﾎ) 

⑴ 取得資金の内訳 

自己資金額（千円）   
借 入 金 額計 （千

円） 

 

     

その他（具体的に） 

  
その他金額計（千円） 

 

 

取得資金合計（千円）  

⑵ 借入金の内訳 
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改正案 現行 

（フリガナ） 

名称（支店名） 
業 種 

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地 

金 額 

（千円） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「議決権」とは、保険業法第２条第 11項に規定する議決権をいう。 

(B) この様式において「申請者」とは、保険業法第 272 条の 36 第１項の規定により、少額短

期保険持株会社の承認を受けようとする者（代理人が申請書の提出をする場合には、当該代

理人に提出を委任する者）をいう。 

(C) ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

２ 個別事項 

(ｲ) 商号及び本店所在地 

⑴ 申請者本人の商号及び本店所在地（代理人が提出する場合には当該代理人の商号、名称

又は氏名及び住所又は本店所在地）を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。

なお、代理人が提出する場合には、申請書の提出を委任した者が、当該代理人に、申請

書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを

証する書面を申請書１通につき１通ずつ添付すること。 

⑵ 商号欄については、法人の商号及び代表者の役職氏名を記入し、代表者印の押印又はこ

れに類する行為を行うこと。 

(ﾛ) 申請者の概要 

⑴ 「事業の種類」欄には、当該申請者が事業を行っている場合にのみ、申請しようとす

る日現在の当該法人の定款等に記載された主要な目的を記載すること。 

⑵ 「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 

⑶ 「資本金額」欄には、資本金額又は出資総額を記載すること。 

⑷ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「代表者氏名」及び「氏名」欄

に（ ）書きで併せて記載することができる。 

(ﾊ) 申請者が保有する議決権の数及び議決権保有割合 

（フリガナ） 

名称（支店名） 
業 種 

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地 

金 額 

（千円） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「議決権」とは、保険業法第２条第 11項に規定する議決権をいう。 

(B) この様式において「申請者」とは、保険業法第 272 条の 36 第１項の規定により、少額短

期保険持株会社の承認を受けようとする者（代理人が申請書の提出をする場合には、当該代

理人に提出を委任する者）をいう。 

(C) ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

２ 個別事項 

(ｲ) 商号及び本店所在地 

⑴ 申請者本人の商号及び本店所在地（代理人が提出する場合には当該代理人の商号、名称

又は氏名及び住所又は本店所在地）を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。

なお、代理人が提出する場合には、申請書の提出を委任した者が、当該代理人に、申請

書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを

証する書面を申請書１通につき１通ずつ添付すること。 

⑵ 商号欄については、法人の商号及び代表者の役職氏名を記入し、代表者印の押印又はこ

れに類する行為を行うこと。 

(ﾛ) 申請者の概要 

⑴ 「事業の種類」欄には、当該申請者が事業を行っている場合にのみ、申請しようとする

日現在の当該法人の定款等に記載された主要な目的を記載すること。 

⑵ 「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 

⑶ 「資本金額」欄には、資本金額又は出資総額を記載すること。 

（新設） 

 

(ﾊ) 申請者が保有する議決権の数及び議決権保有割合 
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改正案 現行 

その日の取引が全て終了した後の提出者が現に保有する少額短期保険業者の議決権の数

を記載すること。 

(ﾆ) 保有の目的 

「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容につい

て、できる限り具体的に記載すること。 

(ﾎ) 取得資金 

⑴ 取得資金（累計）の内訳 

届出又は報告義務が発生した日に保有する議決権を取得する際に要した資金（累計）の

内訳及び合計を記載すること。「その他」欄には、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交

付等、具体的な取得原因を記載すること。 

⑵ 借入金の内訳 

「① 取得資金の内訳」に記載した借入金の内訳について記載すること。「業種」欄に

は、「銀行」、「長期信用銀行」、「その他の金融機関」（金融商品取引法施行令第１条の９

に規定する金融機関をいう。以下この様式において同じ。）、「貸金業者」、「リース会

社」、「商社」、「個人」等、具体的に記載すること。 

 

その日の取引が全て終了した後の提出者が現に保有する少額短期保険業者の議決権の数

を記載すること。 

(ﾆ) 保有の目的 

「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容につい

て、できる限り具体的に記載すること。 

(ﾎ) 取得資金 

⑴ 取得資金（累計）の内訳 

届出又は報告義務が発生した日に保有する議決権を取得する際に要した資金（累計）の

内訳及び合計を記載すること。「その他」欄には、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交

付等、具体的な取得原因を記載すること。 

⑵ 借入金の内訳 

「① 取得資金の内訳」に記載した借入金の内訳について記載すること。「業種」欄に

は、「銀行」、「長期信用銀行」、「その他の金融機関」（金融商品取引法施行令第１条の９

に規定する金融機関をいう。以下この様式において同じ。）、「貸金業者」、「リース会

社」、「商社」、「個人」等、具体的に記載すること。 
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改  正  案 現     行 

別紙様式第１号（第３条関係） 

 

    （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

     （第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

 １．～４． （略） 

５．婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「商号又は名称」又は「氏名」欄に

括弧書きで併記することができる。 

 

     （第３面） 

（略） 

（記載上の注意） 

１．「５．令第５条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者の氏名」は、

少なくとも２名以上の者について記載すること。また、婚姻により氏を改めた者において

は、婚姻前の氏名を「氏名」欄に括弧書きで併記することができる。 

２． （略）  

別紙様式第１号（第３条関係） 

 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

     （第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

 １．～４． （略） 

 （新設） 

 

 

     （第３面） 

（略） 

（記載上の注意） 

１．「５．令第５条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者の氏名」は、

少なくとも２名以上の者について記載すること。 

 

２． （略）  

 

十二 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則(平成十一年    令第三十一号) 
総理府 
大蔵省 
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十
三

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

第
九
条

法
第
四
条
第
三
項
第
六
号
（
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
九
条

法
第
四
条
第
三
項
第
六
号
（
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
は
、
届
出
の
日
前
三
箇
月
以
内
に
作
成

類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
は
、
届
出
の
日
前
三
箇
月
以
内
に
作
成

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

役
員
及
び
重
要
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
及
び
重
要
使

（
新
設
）

用
人
の
氏
名
に
併
せ
て
業
務
開
始
届
出
書
又
は
新
計
画
届
出
書
（
第
三
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
計
画
届
出
書
を
い
う
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
及
び
重
要
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
資
産
流
動
化
計
画
以
外
の
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

（
資
産
流
動
化
計
画
以
外
の
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
十
七
条

特
定
目
的
会
社
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
法

第
二
十
七
条

特
定
目
的
会
社
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
法

第
四
条
第
二
項
各
号
（
第
五
号
を
除
き
、
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

第
四
条
第
二
項
各
号
（
第
五
号
を
除
き
、
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行

お
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
九
条
第
二
項

お
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
変
更
届
出
書
」
と

に
規
定
す
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
変
更
届
出
書
」
と
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い
う
。
）
に
、
そ
の
副
本
一
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各

い
う
。
）
に
、
そ
の
副
本
一
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
一
部
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

号
に
定
め
る
書
類
一
部
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

取
締
役
、
監
査
役
又
は
重
要
使
用
人
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
取

三

取
締
役
、
監
査
役
又
は
重
要
使
用
人
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
取

締
役
、
監
査
役
又
は
重
要
使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

締
役
、
監
査
役
又
は
重
要
使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
九
条
第
一
項
第
二

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

イ

第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

（
新
設
）

ロ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に

（
新
設
）

お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
面
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
に

限
る
。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四

会
計
参
与
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
会
計
参
与
と
な
っ
た
者
に
係

四

会
計
参
与
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
会
計
参
与
と
な
っ
た
者
に
係

る
次
に
掲
げ
る
書
面

る
第
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
面

イ

第
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書

（
新
設
）

面
ロ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に

（
新
設
）

お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
面
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
に

限
る
。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第１号（第４条第１項・第32条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．～４．（略） 

５．「代表者の氏名」又は「氏名」には、婚姻により氏を改めた者の場合においては、婚姻前の氏名を括弧書

きで併記することができる。 

６．～９．（略） 

 

（以下略） 

別紙様式第１号（第４条第１項・第32条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．～４．（略） 

（新設） 

 

５．～８．（略） 

 

（以下略） 
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十
四

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
投
資
法
人
設
立
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
投
資
法
人
設
立
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
百
八
条

（
略
）

第
百
八
条

（
略
）

２

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

２

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内

げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

設
立
企
画
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
の
役
員
及
び
設
立
企

一

設
立
企
画
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
の
役
員
及
び
設
立
企

画
人
と
し
て
の
職
務
を
行
う
使
用
人
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

画
人
と
し
て
の
職
務
を
行
う
使
用
人
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
設

）
及
び
設
立
時
執
行
役
員
（
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
執

立
時
執
行
役
員
（
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
執
行
役
員
を

行
役
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
設
立

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
設
立
企
画
人
又

企
画
人
又
は
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
が
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内

は
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
が
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内
に
居
住
し

に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

て
い
る
場
合
に
は
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在

二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド

留
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
二
百
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
、

を
い
う
。
第
二
百
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
、
特
別
永
住

特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
二
百
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
二
百
十
五
条
第
四

五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
）
若
し
く
は

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
）
若
し
く
は
登
記
事
項

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面

証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面

一
の
二

設
立
企
画
人
及
び
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を

（
新
設
）

82



当
該
設
立
企
画
人
及
び
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
の
氏
名
に
併
せ
て
前
条

の
投
資
法
人
設
立
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書

類
が
当
該
設
立
企
画
人
及
び
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
の
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

（
投
資
法
人
の
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
投
資
法
人
の
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
十
五
条

法
第
百
八
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
二
百
十
五
条

法
第
百
八
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、

申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

執
行
役
員
及
び
監
督
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
執
行
役
員
及
び

（
新
設
）

監
督
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
記

載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
執
行
役
員
及
び
監
督

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
書
面

五
～
十
四

（
略
）

五
～
十
四

（
略
）

（
登
録
事
項
変
更
の
届
出
）

（
登
録
事
項
変
更
の
届
出
）

第
二
百
十
九
条

登
録
投
資
法
人
は
、
法
第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
百
十
九
条

登
録
投
資
法
人
は
、
法
第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更

届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
執
行
役
員
又

三

執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
執
行
役
員
又

は
監
督
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

は
監
督
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
二
百
十
五
条
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
面

イ

第
二
百
十
五
条
第
四
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

（
新
設
）

ロ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成

（
新
設
）

し
た
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
面
（
第

二
百
十
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
に
限
る
。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第２号（第107条関係） 

（日本工業規格Ａ４）  

（略） 

 

（第２面）  

１．～３． （略） 

 （記載上の注意） 

  １．婚姻により氏を改めた設立企画人及び設立時執行役員の候補者においては、婚姻前の氏名

を（ ）書きで氏名に併せて記載することができる。 

２．オープン・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをするものをいい、ク

ローズド・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをしないものをいう。 

 

別紙様式第２号（第107条関係） 

（日本工業規格Ａ４）  

（略） 

  

（第２面）  

１．～３． （略） 

 （記載上の注意） 

オープン・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをするものをいい、クロー

ズド・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをしないものをいう。 
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改正案 現行 

別紙様式第９号（第213条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 
 

（第４面） 
３．執行役員、監督役員及び会計監査人 
(1) 執行役員及び監督役員 
（表略） 
(2) 会計監査人 
（表略） 
（記載上の注意） 
１． （略） 
２．婚姻により氏を改めた執行役員、監督役員及び会計監査人においては、婚姻前の氏名
を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載することができる。 

３． （略） 
 

（以下略） 

 

別紙様式第９号（第213条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 
 

（第４面） 
３．執行役員、監督役員及び会計監査人 
(1) 執行役員及び監督役員 
（表略） 
(2) 会計監査人 
（表略） 
（記載上の注意） 
１． （略）  
（新設） 
 
２． （略） 

 
（以下略） 
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十
五

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
七
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
五
条

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
。
以
下
こ
の
号

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
。
以
下
こ
の
号

及
び
次
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る

歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役
が

れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取

者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

四

取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏

（
新
設
）

名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
取

締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が

四

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住

民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
会
計
参
与
が
法
人
で
あ

民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
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る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証

面
並
び
に
会
計
参
与
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い

明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）
並
び
に
会
計
参
与
が
法
第
八
十
二
条
第
二

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

六

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百

（
新
設
）

五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

七
～
十
一

（
略
）

五
～
九

（
略
）

（
営
業
所
等
の
変
更
の
届
出
）

（
営
業
所
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲

二

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第

げ
る
書
類

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
五
条
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

書
類

イ

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
五
条

（
新
設
）

第
三
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の

（
新
設
）

氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民

票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
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前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

三

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲

三

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第

げ
る
書
類

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第

（
新
設
）

五
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
前
項

（
新
設
）

の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
が
当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
条

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
三
十
条

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

国
内
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名

（
新
設
）

に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し

た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当

該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
書
面

五

（
略
）

四

（
略
）

六

国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
代
表
者
の
氏
名
に
併
せ

（
新
設
）

て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
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に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
代
表

者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
書
面

七
～
十
四

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
）

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
の
変
更

第
三
十
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

る
事
項
の
変
更

第
三
十
条
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲
げ
る
書
類

第
三
十
条
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

第
三
十
条
第
三
号
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

ロ

国
内
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏

（
新
設
）

名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民
票

の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

三

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲
げ
る
書
類

第
三
十
条
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

第
三
十
条
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

ロ

国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
代
表
者
の
氏
名
に
併

（
新
設
）

せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民
票
の
抄
本
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又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

四

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

第
三
十
条
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

第
三
十
条
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

３

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

連
携
清
算
機
関
等
が
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
又
は
外
国
金
融
商
品
取
引

二

連
携
清
算
機
関
等
が
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
又
は
外
国
金
融
商
品
取
引

清
算
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

清
算
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

国
内
の
連
携
清
算
機
関
等
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一

項
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ハ
の
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で

な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ホ
～
ル

（
略
）

ニ
～
ヌ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）
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第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
イ
か
ら
ハ

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

第
四
十
条
第
三
項
第
二
号
リ
に
掲
げ
る
書
類

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

第
四
十
条
第
三
項
第
二
号
チ
に
掲
げ
る
書
類

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
の
変

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
の
変

更

次
に
掲
げ
る
書
類

更

第
四
十
条
第
三
項
第
二
号
ハ
、
ニ
及
び
チ
に
掲
げ
る
書
類

イ

第
四
十
条
第
三
項
第
二
号
ハ
、
ホ
及
び
リ
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

ロ

国
内
の
連
携
清
算
機
関
等
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、
イ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

三

（
略
）

三

（
略
）
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十
六

信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）

改

正

案

現

行

（
親
法
人
等
又
は
関
連
法
人
等
）

（
親
法
人
等
又
は
関
連
法
人
等
）

第
四
条

令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

第
四
条

令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
法
人
等
（
同
項
に
規
定
す
る
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

げ
る
法
人
等
（
同
項
に
規
定
す
る
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か

じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か

ら
み
て
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を

ら
み
て
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己

二

他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己

の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
法
人
等
の
役
員
（
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が

ロ

当
該
法
人
等
の
役
員
（
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、
監
査

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、
監
査

役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
い
う
。
第
五
十
三
条
第
二
項

役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
い
う
。
第
五
十
三
条
第
二
項

、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
、
第
六
十
三

、
第
五
十
四
条
第
二
項
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下

条
第
一
項
第
二
号
及
び
別
表
第
七
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
、
業
務
を
執

同
じ
。
）
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は

行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で

こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
財
務

あ
っ
て
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の

及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
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方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
他

き
る
も
の
が
、
当
該
他
の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機

の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
過
半
数

関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

取
締
役
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

三

取
締
役
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
会
社
に
対
し
取
締
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と

を
問
わ
ず
、
会
社
に
対
し
取
締
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
十
三
条
第
一
号
の
二
及
び
第
四

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に

十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取

設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、

締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
（
相

取
締
役
及
び
執
行
役
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者

談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
会

で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
会
社
に
対
し
執
行
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す

社
に
対
し
執
行
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
十
三
条
第
一
号
の
二

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。

及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
の
履
歴
書
及
び
住

）
）
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
こ
れ
ら
の
者
が
外
国
人
で
あ
り
、
か

民
票
の
抄
本
（
こ
れ
ら
の
者
が
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内
に
居
住
し
て

つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

い
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ

94



三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
日
本
国

ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第

関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本

る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
。
第
八
十
条
の
五
第
三

。
第
八
十
条
の
五
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代

項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

わ
る
書
面

三
の
二

取
締
役
、
執
行
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役
、

（
新
設
）

執
行
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た

法
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票

の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
、
執
行
役
及
び
監
査
役
の

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

四

（
略
）

四

（
略
）

四
の
二

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
別

（
新
設
）

紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た

場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五

（
略
）

五

（
略
）

六

主
要
株
主
（
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
を
い
う
。
第
五
十

六

主
要
株
主
（
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
を
い
う
。
第
五
十

四
条
第
二
項
第
七
号
、
第
六
十
三
条
第
一
項
第
五
号
及
び
別
表
第
八
を
除
き

四
条
第
二
項
第
七
号
、
第
六
十
三
条
第
一
項
第
五
号
及
び
別
表
第
五
を
除
き

、
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務

、
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
当
該
主
要
株
主
が
保
有
す
る
議

所
の
所
在
地
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
当
該
主
要
株
主
が
保
有
す
る
議

決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面
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七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
三
条

法
第
八
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

第
十
三
条

法
第
八
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

第
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
号
及
び
第
五
号
か
ら
第

一

第
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

一
の
二

取
締
役
、
執
行
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役
、

（
新
設
）

執
行
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た

法
第
八
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
三
号

の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
、
執
行
役
及
び

監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
書
面

一
の
三

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
別

（
新
設
）

紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
八
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た

場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
四
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
が
当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
合
併
の
認
可
申
請
）

（
合
併
の
認
可
申
請
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

２

法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

２

法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
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げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
の
二

合
併
後
の
信
託
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当

（
新
設
）

該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い

て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一
の
二

合
併
後
の
信
託
会
社
の
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計

（
新
設
）

参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ

る
書
面
が
当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

十
二
～
十
八

（
略
）

十
二
～
十
八

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
新
設
分
割
の
認
可
申
請
）

（
新
設
分
割
の
認
可
申
請
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

２

法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
の
二

設
立
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役

（
新
設
）

及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一
の
二

設
立
会
社
の
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏

（
新
設
）

名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
面
が

当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

十
二
～
十
八

（
略
）

十
二
～
十
八

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
吸
収
分
割
の
認
可
申
請
）

（
吸
収
分
割
の
認
可
申
請
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

２

法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
の
二

承
継
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役

（
新
設
）

及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一
の
二

承
継
会
社
の
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏

（
新
設
）

名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
面
が

当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

十
二
～
十
八

（
略
）

十
二
～
十
八

（
略
）
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３

（
略
）

３

（
略
）

（
事
業
譲
渡
の
認
可
申
請
）

（
事
業
譲
渡
の
認
可
申
請
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

２

法
第
三
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

２

法
第
三
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
の
二

譲
受
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役

（
新
設
）

及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一
の
二

譲
受
会
社
の
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏

（
新
設
）

名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
面
が

当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
十
一
条
の
四

法
第
五
十
条
の
二
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
五
十
一
条
の
四

法
第
五
十
条
の
二
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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三
の
二

役
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
及

（
新
設
）

び
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作

成
し
た
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
及
び
業
務
を

執
行
す
る
社
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
特
定
大
学
技
術
移
転
事
業
に
係
る
信
託
に
つ
い
て
の
特
例
）

（
特
定
大
学
技
術
移
転
事
業
に
係
る
信
託
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
二
項
第
五
号
に
規

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
二
項
第
五
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
申
請
を
行
う

三

役
員
（
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
申
請
を
行
う

法
人
に
対
し
役
員
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者

法
人
に
対
し
役
員
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票

る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（

の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
イ
か
ら

に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の

チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

る
書
面

三
の
二

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第

（
新
設
）

十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
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八
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄

本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の

で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
五
十
四
条

（
略
）

第
五
十
四
条

（
略
）

２

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

２

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

役
員
（
法
第
五
十
三
条
第
六
項
第
八
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
以
下

五

役
員
（
法
第
五
十
三
条
第
六
項
第
八
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
、
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号

こ
の
条
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
国
内
に

及
び
別
表
第
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
（
法
第
五

お
け
る
代
表
者
（
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代
表

十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
履
歴
書

）
の
履
歴
書

六

役
員
（
支
店
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
次
号
及
び
第
五
十
八
条
第
一
項

六

役
員
（
支
店
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者

第
三
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
住
民
票
の

の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
及
び
国
内
に
お
け

抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が

る
代
表
者
が
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
誓
約
す

あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
誓
約
す
る
書
面

る
書
面

六
の
二

役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
及

（
新
設
）

び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
り
作
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成
し
た
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前

号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
及
び
国
内
に
お

け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

七

主
要
株
主
（
当
該
外
国
信
託
業
者
の
議
決
権
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権

七

主
要
株
主
（
当
該
外
国
信
託
業
者
の
議
決
権
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権

を
保
有
し
て
い
る
株
主
又
は
出
資
者
を
い
う
。
第
六
十
三
条
第
一
項
第
五
号

を
保
有
し
て
い
る
株
主
又
は
出
資
者
を
い
う
。
第
六
十
三
条
第
一
項
第
五
号

及
び
別
表
第
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
保
有
す
る

及
び
別
表
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
保
有
す
る

議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
等
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
等
）

第
五
十
八
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
五
十
八
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号

一

第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

で
に
掲
げ
る
書
面

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

三
の
二

役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
及

（
新
設
）

び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作

成
し
た
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第

五
十
四
条
第
二
項
第
六
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当

該
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
七
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
七
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

個
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
個
人
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第

（
新
設
）

十
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
個

人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

二

法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業
所

当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業
所

又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民

又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法

票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書

人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
イ
か

書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に

ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

す
る
書
面

二
の
二

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第

（
新
設
）

十
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役

員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
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を
証
す
る
書
面

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
八
十
条
の
五

（
略
）

第
八
十
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

３

法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
八
十
条
の
八
及
び
第
八
十
条
の
九
に
お
い
て
同
じ
。
）

。
以
下
こ
の
項
、
第
八
十
条
の
八
及
び
第
八
十
条
の
九
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項

の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

三
の
二

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
八
十
五

（
新
設
）

条
の
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ

る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
十
三
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
十
三
条
第
一
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

取
締
役
、
執
行
役
、

一
・
二

（
略
）

一

（
略
）

取
締
役
、
執
行
役
、

一
・
二

（
略
）

一

（
略
）

会
計
参
与
又
は
監
査

二

就
任
す
る
取
締
役
、

会
計
参
与
又
は
監
査

二

就
任
す
る
取
締
役
、

役
の
変
更

執
行
役
、
会
計
参
与
又

役
の
変
更

執
行
役
、
会
計
参
与
又

は
監
査
役
に
係
る
次
に

は
監
査
役
に
係
る
次
に

掲
げ
る
書
面

掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

取
締
役
、
執
行
役

（
新
設
）

、
会
計
参
与
又
は
監

査
役
の
婚
姻
前
の
氏

名
を
当
該
取
締
役
、

執
行
役
、
会
計
参
与

又
は
監
査
役
の
氏
名

に
併
せ
て
届
出
書
に

記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、
ロ
に
掲
げ
る

書
面
が
当
該
取
締
役

、
執
行
役
、
会
計
参

与
又
は
監
査
役
の
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
婚
姻
前
の
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氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
七
（
第
六
十
二
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
七
（
第
六
十
二
条
第
一
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
員
の
変
更

一
・
二

（
略
）

一

（
略
）

役
員
の
変
更

一
・
二

（
略
）

一

（
略
）

二

就
任
す
る
役
員
に
係

二

就
任
す
る
役
員
に
係

る
次
に
掲
げ
る
書
面

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

役
員
の
婚
姻
前
の

（
新
設
）

氏
名
を
当
該
役
員
の

氏
名
に
併
せ
て
届
出

書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
ロ
に
掲

げ
る
書
面
が
当
該
役

員
の
婚
姻
前
の
氏
名
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を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
内
に
お
け
る
代
表

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

国
内
に
お
け
る
代
表

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

者
の
氏
名
及
び
国
内

四

国
内
に
お
け
る
代
表

者
の
氏
名
及
び
国
内

（
新
設
）

の
住
所
の
変
更

者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を

の
住
所
の
変
更

当
該
国
内
に
お
け
る
代

表
者
の
氏
名
に
併
せ
て

届
出
書
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
前
号
に

掲
げ
る
書
面
が
当
該
国

内
に
お
け
る
代
表
者
の

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
書
面

五

（
略
）

四

（
略
）
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別
表
第
十
（
第
七
十
四
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
十
（
第
七
十
四
条
第
一
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
員
の
変
更

一
・
二

（
略
）

一

（
略
）

役
員
の
変
更

一
・
二

（
略
）

一

（
略
）

二

就
任
す
る
役
員
に
係

二

就
任
す
る
役
員
に
係

る
次
に
掲
げ
る
書
面

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

役
員
の
婚
姻
前
の

（
新
設
）

氏
名
を
当
該
役
員
の

氏
名
に
併
せ
て
届
出

書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
ロ
に
掲

げ
る
書
面
が
当
該
役

員
の
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第 1号（第５条関係）                                  （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社

にあっては取締役及び執行役）の氏名）                   （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載す

ることができる。 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）   （第４－２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで併せ

て記載することができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第１号（第５条関係）                                  （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社

にあっては取締役及び執行役）の氏名）                   （第４面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）   （第４－２面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第２号（第１２条関係）                                 （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社

にあっては取締役及び執行役）の氏名）                    （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載す

ることができる。 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）   （第４－２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで併せ

て記載することができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第２号（第１２条関係）                                 （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社

にあっては取締役及び執行役）の氏名）                    （第４面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）   （第４－２面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第１５号（第５１条の２第１項関係）                        （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社

にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員）の氏名） （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載す

ることができる。 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）    （第４－２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで併せ

て記載することができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第１５号（第５１条の２第１項関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社

にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員）の氏名） （第４面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）    （第４－２面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第１６号（第５３条第１項関係）                           （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：役員の氏名）                          （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１ 役員が法人である場合は、名称を記載すること。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載

することができる。 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）  （第４－２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書きで併せ

て記載することができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第１６号（第５３条第１項関係）                           （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：役員の氏名）                          （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

 役員が法人である場合は、名称を記載すること。 

 

 

 

（略） 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）  （第４－２面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第１７号（第５４条第１項関係）                           （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：役員の氏名）                          （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１ 役員が法人である場合は、名称を記載すること。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載

することができる。 

 

（略） 

 

（別添５：国内における代表者の氏名及び住所）               （第７面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載す

ることができる。 

 

（以下略） 

別紙様式第１７号（第５４条第１項関係）                           （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：役員の氏名）                          （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

役員が法人である場合は、名称を記載すること。 

（新設） 

 

 

（略） 

 

（別添５：国内における代表者の氏名及び住所）               （第７面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第１８号（第５７条第１項関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：役員の氏名）                          （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１ 役員が法人である場合は、名称を記載すること。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載

することができる。 

 

（略） 

 

（別添５：国内における代表者の氏名及び住所）               （第７面）  

（表略） 

（記載上の注意） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載す

ることができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第１８号（第５７条第１項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添２：役員の氏名）                          （第４面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

役員が法人である場合は、名称を記載すること。 

 

 

 

（略） 

 

（別添５：国内における代表者の氏名及び住所）               （第７面） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第１９号（第６９条関係）                               （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ 「２．商号又は名称」、「３．氏名」 

(1)・(2) （略） 

(3) 外国人においては、外国人登録証明書等に記載された通称名がある場合は、「３．氏名」に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

(4)  婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「３．氏名」欄に（ ）書きで併せて記載すること

ができる。 

 

（略） 

 

  （第３面） 

（別添１：役員の氏名） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載することができ

る。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第１９号（第６９条関係）                               （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ 「２．商号又は名称」、「３．氏名」 

(1)・(2) （略） 

(3) 外国人においては、外国人登録証明書等に記載された通称名がある場合は、「３．氏名」に（ ）書きで

合わせて記載することができる。 

（新設） 

 

 

（略） 

 

  （第３面） 

（別添１：役員の氏名） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

（新設） 

 

 

（以下略） 
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十
七

会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
旧
特
定
目
的
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
令
第
四
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条

特
例
旧
特
定
目
的
会
社
は
、
法
第
二
百
三
十
条
第
十
七
項
の
規
定
に

第
十
五
条

特
例
旧
特
定
目
的
会
社
は
、
法
第
二
百
三
十
条
第
十
七
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変

更
届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
一
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

更
届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
一
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
に
提
出
し
な

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
（
令
第
一
条
に
規
定
す
る
使
用
人
を
い
う
。
以

三

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
（
令
第
一
条
に
規
定
す
る
使
用
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
と

下
同
じ
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
と

な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
及
び
重
要
な

（
新
設
）

使
用
人
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出

書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
及
び
重

要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ハ

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
十
九
項
第
一
号

ロ

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
十
九
項
第
一
号

ロ

及
び

に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
（
当
該
役
員
又
は
重

ロ

及
び

に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
（
当
該
役
員
又
は
重

(2)

(3)

(2)

(3)

要
な
使
用
人
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作

要
な
使
用
人
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
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成
し
た
誓
約
書
）

成
し
た
誓
約
書
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四

会
計
参
与
を
選
任
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新

四

会
計
参
与
を
選
任
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

会

た
に
会
計
参
与
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

計
参
与
が
新
資
産
流
動
化
法
第
七
十
一
条
第
一
項
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る

イ

会
計
参
与
が
新
資
産
流
動
化
法
第
七
十
一
条
第
一
項
に
該
当
す
る
旨
を

書
面
又
は
そ
の
写
し
、
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
会
計
参
与
の
履

証
す
る
書
面
又
は
そ
の
写
し

歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
（
会
計
参

ロ

別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
会
計
参
与
の
履
歴
書

与
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
は
、
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
特
別
永
住
者
証
明
書

ハ

会
計
参
与
の
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
（

の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
ら

会
計
参
与
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
は
、
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
特
別
永
住

に
代
わ
る
書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ

者
証
明
書
の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
）

り
作
成
し
た
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
及
び
登
記
事
項
証
明
書
）

又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
別
紙
様

並
び
に
別
紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
会
計
参
与
が
新
資
産
流
動
化
法

式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
及
び
登

第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十
七

記
事
項
証
明
書
）

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

ニ

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
別
紙

を
誓
約
す
る
書
面

様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て

、
ハ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の

で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ホ

別
紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
会
計
参
与
が
新
資
産
流
動
化
法
第

七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ

と
を
誓
約
す
る
書
面

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第１号（第 15条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．・２．（略） 

３．婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「変更後」欄に括弧書きで併せて記載することがで

きる。 

 

別紙様式第１号（第 15条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

  

（略） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．・２．（略） 

（新設） 
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十
八

金
融
商
品
取
引
業
協
会
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
認
可
申
請
書
の
提
出
等
）

（
認
可
申
請
書
の
提
出
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

２

法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
役

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

員
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又

一

役
員
の
履
歴
書

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ

二

役
員
の
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約

れ
に
代
わ
る
書
面

す
る
書
面
と
す
る
。

三

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
七
条
の

三
第
一
項
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書

類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四

役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
二
条

令
第
十
八
条
の
四
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
二
十
二
条

令
第
十
八
条
の
四
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

役
員
の
履
歴
書

四

役
員
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
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。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

五

役
員
の
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

（
新
設
）

れ
に
代
わ
る
書
面

六

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
十
八
条
の
四

（
新
設
）

の
九
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類

が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

七

（
略
）

五

（
略
）
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十
九

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
）

（
免
許
申
請
書
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

２

法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
と
す
る
。

げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

役
員
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

四

役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記

イ

履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し

載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、

た
書
面
）

役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ

ロ

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
役
員
が
法
人
で

に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま

あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書

面

面

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
免
許
申

請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書

面
ニ

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
）

（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

法
第
百
一
条
の
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

２

法
第
百
一
条
の
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

組
織
変
更
後
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
の
役
員
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

六

組
織
変
更
後
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
の
役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法

書
類

人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の

イ

履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し

抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

た
書
面
）

当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が

ロ

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
役
員
が
法
人
で

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
リ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三
百
三

あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

面

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
一
条
の
十
七
第
二
項
の
組

織
変
更
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
書
面

ニ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
リ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三

百
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

七
～
十
四

（
略
）

七
～
十
四

（
略
）

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）
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第
三
十
一
条

法
第
百
二
条
の
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

第
三
十
一
条

法
第
百
二
条
の
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

三

役
員
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る

イ

履
歴
書

。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
百
二
条
の
十
六
第
二
項

ロ

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず

代
わ
る
書
面

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
二
条
の
十
五
第
一
項
の
認

可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

ニ

法
第
百
二
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
二
条
第
二

項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
金
融
商
品
取
引
所
持
株
会
社
に
係
る
認
可
申
請
）

（
金
融
商
品
取
引
所
持
株
会
社
に
係
る
認
可
申
請
）

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２

法
第
百
六
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

２

法
第
百
六
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

次
に
掲

一

株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

次
に
掲

げ
る
書
類

げ
る
書
類
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
者
に
関
す
る

ロ

株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
者
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
書
類

次
に
掲
げ
る
書
類

（
略
）

（
略
）

取
締
役
及
び
監
査
役
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

取
締
役
及
び
監
査
役
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載

履
歴
書

の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及

(ⅰ)

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

び
監
査
役
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ

(ⅱ)
れ
に
代
わ
る
書
面

に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
六
条
の
十
一
第
一
項

す
る
書
面

(ⅲ)
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が

(ⅱ)

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

(ⅳ)
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る

書
面

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
に
関
す
る
次
に
掲
げ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参

る
書
類

与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面

履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の

）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
会
計
参

(ⅰ)
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
会
計
参
与

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
会
計
参
与
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第

(ⅱ)
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又

三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
六
条
の
十
一
第
一
項

(ⅲ)
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の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が

(ⅱ)

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

(ⅳ)
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

～

（
略
）

～

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二

株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
を
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す

二

株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
を
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す

る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

法
第
百
六
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下

ロ

法
第
百
六
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書

こ
の
号
に
お
い
て
「
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書

類

類

取
締
役
及
び
監
査
役
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

取
締
役
及
び
監
査
役
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載

履
歴
書

の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及

(ⅰ)

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

び
監
査
役
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ

(ⅱ)
れ
に
代
わ
る
書
面

に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
六
条
の
十
一
第
一
項

す
る
書
面

(ⅲ)
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が

(ⅱ)

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

(ⅳ)
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
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書
面

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
に
関
す
る
次
に
掲
げ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参

る
書
類

与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面

履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の

）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
会
計
参

(ⅰ)
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
会
計
参
与

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
会
計
参
与
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第

(ⅱ)
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又

三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
六
条
の
十
一
第
一
項

(ⅲ)
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が

(ⅱ)

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

(ⅳ)
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

～

（
略
）

～

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

（
合
併
認
可
申
請
書
）

（
合
併
認
可
申
請
書
）

第
九
十
五
条

（
略
）

第
九
十
五
条

（
略
）

２

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
又
は
電
磁
的

２

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
又
は
電
磁
的

記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
こ
れ
ら
の
書
面
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
こ
れ
ら
の
書
面
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
）
と
す
る
。

が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
）
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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六

吸
収
合
併
存
続
金
融
商
品
取
引
所
又
は
新
設
合
併
設
立
金
融
商
品
取
引
所

六

吸
収
合
併
存
続
金
融
商
品
取
引
所
又
は
新
設
合
併
設
立
金
融
商
品
取
引
所

の
役
員
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

の
役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記

イ

履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し

載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、

た
書
面
）

役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ

ロ

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
役
員
が
法
人
で

に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら

あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

リ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三
百
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
百
三
十
三

面

条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
四
十
条
第
二
項
の
合
併
認

誓
約
す
る
書
面

可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

ニ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
リ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三

百
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

七
～
十
四

（
略
）

七
～
十
四

（
略
）

（
金
融
商
品
取
引
所
の
所
在
の
場
所
等
の
変
更
等
の
届
出
）

（
金
融
商
品
取
引
所
の
所
在
の
場
所
等
の
変
更
等
の
届
出
）

第
百
十
一
条

（
略
）

第
百
十
一
条

（
略
）

２

法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
八
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に

２

法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
八
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
所
は
、

掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
所
は
、

別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

新
た
に
役
員
に
就
任
し
た
者
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

一

新
た
に
役
員
に
就
任
し
た
者
が
あ
っ
た
場
合

当
該
役
員
の
履
歴
書
（
役

イ

履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し

員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住

た
書
面
）

民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と

ロ

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
役
員
が
法
人
で

き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に

あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

役
員
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三
百

面

三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
類

た
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

ニ

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三
百
三

十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
類

二

（
略
）

二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
自
主
規
制
法
人
の
所
在
の
場
所
等
の
変
更
等
の
届
出
）

（
自
主
規
制
法
人
の
所
在
の
場
所
等
の
変
更
等
の
届
出
）

第
百
十
一
条
の
四

（
略
）

第
百
十
一
条
の
四

（
略
）

２

法
第
百
五
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規

２

法
第
百
五
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
法
第
百
二
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い

定
に
よ
り
法
第
百
二
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い

て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
自
主
規
制
法
人
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
に
準
じ
て
作

て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
自
主
規
制
法
人
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
に
準
じ
て
作

成
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

成
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

新
た
に
役
員
に
就
任
し
た
者
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

一

新
た
に
役
員
に
就
任
し
た
者
が
あ
っ
た
場
合

当
該
役
員
の
履
歴
書
及
び

イ

履
歴
書

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ

ロ

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に

る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
百
二
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

代
わ
る
書
面

第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三
百
三
十
一
条

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
号
に
準
じ
て
作
成

第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

し
た
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚

な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
類

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

ニ

法
第
百
二
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
二
条
第
二

項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
会
社
法
第
三
百
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号

又
は
第
三
百
三
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
類

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
百
十
五
条

（
略
）

第
百
十
五
条

（
略
）

２

法
第
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

２

法
第
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

国
内
に
お
け
る
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
に

二

国
内
に
お
け
る
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の

関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

イ

履
歴
書

こ
れ
に
代
わ
る
書
面
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ロ

住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
書
面

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の

認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第二号（第百十一条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

⑴ 役員の変更届（就任・退任） 

（表略） 

（注意事項） 

１～３ （略） 

４ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」の欄に（ ）書きで併

せて記載することができる。 

 

⑵・⑶ （略） 

別紙様式第二号（第百十一条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

⑴ 役員の変更届（就任・退任） 

（表略） 

（注意事項） 

１～３ （略） 

（新設） 

 

 

⑵・⑶ （略） 
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二
十

金
融
商
品
取
引
法
第
五
章
の
五
の
規
定
に
よ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
百
五
十
六
条
の
四
十
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

３

法
第
百
五
十
六
条
の
四
十
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
三
十
九
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を

三

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
三
十
九
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を

い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。

い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本

以
下
こ
の
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の

れ
に
代
わ
る
書
面

登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条

（
新
設
）

の
四
十
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ

る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）
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２

法
第
百
五
十
六
条
の
五
十
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

２

法
第
百
五
十
六
条
の
五
十
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消

者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消

費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ

費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ

に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が

に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が

通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

二

財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
（
大
正
七
年
二
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
国
産

資
格

奨
励
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生

活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三

一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン

三

財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
五
日
に
財
団
法
人
日

ト
の
資
格

本
消
費
者
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る

消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

３

（
略
）

３

（
略
）
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二
十
一

前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
三
号
）

改

正

案

現

行

（
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
一
条

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

第
十
一
条

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の
日
前
三
月
以

掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の
日
前
三
月
以

内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
住
民
票
の
抄
本

イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に

記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

代
表
者
又
は
管
理
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
代
表
者
又
は
管
理
人
の

（
新
設
）

氏
名
に
併
せ
て
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い

て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）
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第
十
二
条

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
た
自
家
型
発
行
者
は
、
法

第
十
二
条

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
た
自
家
型
発
行
者
は
、
法

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第

二
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び

二
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署

が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の

が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

代
表
者
又
は
管
理
人
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

四

代
表
者
又
は
管
理
人
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
代
表
者
又
は
管
理

イ

新
た
に
代
表
者
又
は
管
理
人
に
な
っ
た
者
に
係
る
前
条
第
二
号
イ
及
び

人
に
な
っ
た
者
に
係
る
前
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
代
表
者
又
は
管
理
人
に
な
っ
た
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
新

た
に
代
表
者
又
は
管
理
人
に
な
っ
た
者
の
氏
名
に
併
せ
て
当
該
変
更
届
出

書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
前
条
第
二
号
ロ
に

掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
六
条

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

第
十
六
条

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以

掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以

内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
第
十
四
条
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
書
面

四

役
員
が
法
第
十
条
第
一
項
第
九
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署

三

役
員
が
法
第
十
条
第
一
項
第
九
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署

の
証
明
書
（
当
該
役
員
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
紙
様
式
第
五
号
に

の
証
明
書
（
当
該
取
締
役
等
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
紙
様
式
第
五

よ
り
作
成
し
た
誓
約
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

号
に
よ
り
作
成
し
た
誓
約
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

五
～
十
三

（
略
）

四
～
十
二

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
条

第
三
者
型
発
行
者
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

第
二
十
条

第
三
者
型
発
行
者
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書

に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届

出
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁

出
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

四

役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
に
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
六

イ

新
た
に
役
員
に
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
六
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第

条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
当
該
変
更
に
係
る

五
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
当
該
変
更
に
係
る
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
書

同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
別
紙
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
法

類

第
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ロ

新
た
に
役
員
に
な
っ
た
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
新
た
に
役
員
に
な

っ
た
者
の
氏
名
に
併
せ
て
当
該
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
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、
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
が

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
書
面

ハ

別
紙
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

法
第
八
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ

五

法
第
八
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合

当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
十
六
条
第
九
号
か
ら
第
十

っ
た
場
合

当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
十
六
条
第
八
号
か
ら
第
十

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
発
行
保
証
金
信
託
契
約
の
内
容
）

（
発
行
保
証
金
信
託
契
約
の
内
容
）

第
三
十
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
三
十
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
発
行
保
証
金
信
託
契
約
を
締
結
す

一

信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
発
行
保
証
金
信
託
契
約
を
締
結
す

る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
者
と
し
、
信

る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
者
と
し
、
信

託
会
社
等
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行

託
会
社
等
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行

者
が
発
行
す
る
前
払
式
支
払
手
段
の
保
有
者
を
信
託
財
産
の
元
本
の
受
益
者

者
が
発
行
す
る
前
払
式
支
払
手
段
の
利
用
者
を
信
託
財
産
の
元
本
の
受
益
者

と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

三

信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
信
託
会
社

と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
信
託
契
約
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
信
託
会
社

等
に
対
し
て
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
。

等
に
対
し
て
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
。
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イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
等
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
破
産

ハ

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
等
（
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
破
産
手

手
続
開
始
の
申
立
て
等
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
と
き
。

続
開
始
の
申
立
て
等
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
と
き
。

ニ
～
ヘ

（
略
）

ニ
～
ヘ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

発
行
保
証
金
信
託
契
約
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信

五

発
行
保
証
金
信
託
契
約
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一

条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
へ
金
銭
を
信
託
す
る
も
の
で
あ
っ
て
元
本
補
塡
が
あ
る
も
の
を
除
く

じ
。
）
へ
金
銭
を
信
託
す
る
も
の
で
あ
っ
て
元
本
補
て
ん
が
あ
る
も
の
を
除

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
る
信
託
財
産
の
運
用
を
行

く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
信
託
さ
れ
る
信
託
財
産
の
運
用
を

。う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
用
が
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
用
が
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

次
に
掲
げ
る
方
法

ハ

次
に
掲
げ
る
方
法

・

（
略
）

・

（
略
）

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に

よ
り
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
た
金
銭
信
託

よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た
金
銭
信
託

六

（
略
）

六

（
略
）

七

発
行
保
証
金
信
託
契
約
が
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
契

七

発
行
保
証
金
信
託
契
約
が
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
契

約
で
元
本
補
塡
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
信
託
財
産
の
元
本
の
評
価

約
で
元
本
補
て
ん
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
信
託
財
産
の
元
本
の
評

、

額
を
当
該
金
銭
信
託
契
約
の
元
本
額
と
す
る
こ
と
。

価
額
を
当
該
金
銭
信
託
契
約
の
元
本
額
と
す
る
こ
と
。

八
～
十
三

（
略
）

八
～
十
三

（
略
）

（
自
家
型
発
行
者
の
業
務
の
承
継
の
届
出
）

（
自
家
型
発
行
者
の
業
務
の
承
継
の
届
出
）
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第
五
十
一
条

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
五
十
一
条

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
別
紙
様
式
第
二
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し

、
別
紙
様
式
第
二
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し

二
通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出

二
通
並
び
に
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
業
務
の
承
継
の
事
実
を
証
す

の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長

る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の
日
前

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
一
条
各
号
（
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ハ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

一

当
該
届
出
に
係
る
業
務
の
承
継
が
譲
渡
又
は
合
併
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場

合
は
、
当
該
譲
渡
又
は
合
併
に
係
る
契
約
書
の
写
し
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

、
登
記
事
項
証
明
書

二

当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
の
婚
姻
前

二

当
該
届
出
に
係
る
業
務
の
承
継
が
会
社
分
割
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は

の
氏
名
を
当
該
個
人
の
氏
名
に
併
せ
て
当
該
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お

、
当
該
会
社
分
割
に
係
る
新
設
分
割
計
画
書
又
は
吸
収
分
割
契
約
書
の
写
し

い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
表
者
又
は
管

三

当
該
届
出
に
係
る
業
務
の
承
継
が
相
続
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当

理
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
に
併
せ
て
当
該

該
相
続
の
事
実
を
証
す
る
書
面
の
写
し

届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
十
一
条

第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四

業
務
の
承
継
の
事
実
を
証
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

当
該
届
出
に
係
る
業
務
の
承
継
が
譲
渡
又
は
合
併
に
よ
る
も
の
で
あ
る

場
合
は
、
当
該
譲
渡
又
は
合
併
に
係
る
契
約
書
の
写
し
及
び
法
人
に
あ
っ

て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

140



ロ

当
該
届
出
に
係
る
業
務
の
承
継
が
会
社
分
割
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
会
社
分
割
に
係
る
新
設
分
割
計
画
書
又
は
吸
収
分
割
契
約
書
の

写
し
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

ハ

当
該
届
出
に
係
る
業
務
の
承
継
が
相
続
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、

当
該
相
続
の
事
実
を
証
す
る
書
面
の
写
し
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改正案 現行 

別紙様式第１号（第９条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 
１.～３. （略） 
４.「氏名」は、法人の場合には代表者又は管理人の氏名を記載すること。また、婚姻により氏を改めた者に
おいては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載することができる。 

５. （略） 
 

（以下略） 

 

別紙様式第１号（第９条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

  （第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 
１.～３. （略） 
４.「氏名」は、法人の場合には代表者又は管理人の氏名を記載すること。 
 
５. （略） 
 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第３号（第 14条関係）  

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１.～４. （略） 

５. 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「代表者の氏名」又は「役員」の欄に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第３号（第 14条関係）  

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１.～４. （略） 

 （新設） 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第 28号（第 51条関係）                         

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１.～３． （略） 

４.「氏名」は、法人の場合には代表者又は管理人の氏名を記載すること。また、婚姻により氏を改めた者に

おいては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載することができる。 

５． （略） 

 

（以下略） 

別紙様式第 28号（第 51条関係）                         

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．～３． （略） 

４.「氏名」は、法人の場合には代表者又は管理人の氏名を記載すること。 

 

５． （略） 

 

（以下略） 
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二
十
二

資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
四
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
六
条

法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

第
六
条

法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月

に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月

以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

取
締
役
等
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役
等
の
氏
名
に
併
せ
て
第
四
条

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
～
十
七

（
略
）

三
～
十
六

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
条

資
金
移
動
業
者
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

第
十
条

資
金
移
動
業
者
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
、

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
、

当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の

当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
届
出
の

日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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四

取
締
役
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

四

取
締
役
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
取
締
役
等
に
な
っ
た
者
に
係

イ

新
た
に
取
締
役
等
に
な
っ
た
者
に
係
る
第
六
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び

る
第
六
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
当
該
変
更
に
係
る

第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
当
該
変
更
に
係
る
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る

同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
法

書
類

第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ロ

新
た
に
取
締
役
等
に
な
っ
た
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
新
た
に
取
締

役
等
に
な
っ
た
者
の
氏
名
に
併
せ
て
当
該
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る

。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ハ

別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

（
略
）

五

（
略
）

六

資
金
移
動
業
の
内
容
又
は
方
法
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
が
あ

六

資
金
移
動
業
の
内
容
又
は
方
法
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
が
あ

っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

七

委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
又
は
委
託
先
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変

七

委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
又
は
委
託
先
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変

更
が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
書
類

更
が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
書
類

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第１号（第４条関係）  

（日本工業規格Ａ４） 

  

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．～６．（略）  

７．婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「代表者の氏名」又は「取締役及び監査役等」に括

弧書きで併せて記載することができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第１号（第４条関係）  

（日本工業規格Ａ４） 

  

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．～６．（略） 

（新設） 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第２号（第４条関係）  

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（第３面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．～６．（略） 

７．婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「代表者の氏名」、「国内における代表者の氏名」

又は「取締役及び監査役に準ずる者」に括弧書きで併せて記載することができる。 

 

（以下略） 

 

別紙様式第２号（第４条関係）  

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（第３面） 

（表略） 

（記載上の注意） 

１．～６．（略）  

（新設） 

 

 

（以下略） 
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二
十
三

資
金
清
算
機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

第
四
条

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類

に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

執
行
役
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

執
行
役
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ

履
歴
書

れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
免
許

該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

ニ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書

ニ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与

類

が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及

履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿

び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
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革
を
記
載
し
た
書
面
）

と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

住
民
票
の
抄
本
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参

）
並
び
に
会
計
参
与
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の

与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
免
許

書
面

申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類

、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

理
事
及
び
監
事
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
理
事
及
び
監
事
の
氏
名
に
併

（
新
設
）

せ
て
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て

、
ハ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ホ

（
略
）

ニ

（
略
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

（
資
金
清
算
業
の
一
部
の
委
託
の
承
認
の
申
請
等
）

（
資
金
清
算
業
の
一
部
の
委
託
の
承
認
の
申
請
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

受
託
者
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
者
の

十
二

受
託
者
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
者
の

会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面
、
住
民
票
の
抄
本
（
会
計
参

会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ

に
代
わ
る
書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登

れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
当
該
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ

記
事
項
証
明
書
）
及
び
当
該
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
並
び
に
当
該
会
計

る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
並
び
に
当
該
会
計

参
与
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を

参
与
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を

誓
約
す
る
書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
が
同

誓
約
す
る
書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
が
同

項
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
）

項
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
）

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲
げ
る
書

二

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第
二
項
第

類

三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
四
条
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
四
条
第
一
号
ハ
（

を
除
く
。
）
又
は
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
四
条
第
一
号
ハ

に
掲
げ
る
書
類
又
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は
同
条
第
二
号
ハ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
に
限
る
。

）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲
げ
る
書

三

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第
二
項
第

類

三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
四
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
四
条
第
一
号
ニ
（

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
四
条
第
一
号
ニ

に
掲
げ
る
書
類
に

限
る
。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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二
十
四

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
六
号
）

改

正

案

現

行

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十

第
二
条

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
二
十
三
条
第

（
新
設
）

一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

六

（
略
）

五

（
略
）

153



二
十
五

資
金
移
動
業
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
八
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

３

準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

三

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄

。
以
下
こ
の
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄

本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は

本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員

こ
れ
に
代
わ
る
書
面

の
登
記
事
項
証
明
書
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
準
用
銀
行
法
第
五

（
新
設
）

十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前

号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

２

準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
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で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活

で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活

相
談
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項

相
談
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項

第
五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し

第
五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し

た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

二

財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
（
大
正
七
年
二
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
国
産

資
格

奨
励
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生

活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三

一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン

三

財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
五
日
に
財
団
法
人
日

ト
の
資
格

本
消
費
者
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る

消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

３

（
略
）

３

（
略
）
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二
十
六

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
八
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
十
二
条

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
八
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と

一

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
（
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
総
株
主

す
る
者
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
総
株
主

等
の
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決

等
の
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決

権
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有

権
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有

し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所

し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所

若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

書
面

書
面

二

（
略
）

二

（
略
）

三

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を

三

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を

い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。

い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
十
七
条
第
二
項
第
八
号

以
下
こ
の
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
十
七
条
第
二
項
第
八
号
か
ら
第
十

か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
ハ
、
ニ
及
び
第
三
項
第

号
ま
で
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
ハ
及
び
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員

は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条

（
新
設
）

の
六
十
八
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
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げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

取
引
情
報
蓄
積
機
関
は
、
法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
各
項
の
規
定
に
よ
る

２

取
引
情
報
蓄
積
機
関
は
、
法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
各
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号

事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

三

次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
二
条
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
二
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

六
号
に
掲
げ
る
書
類

に
掲
げ
る
書
類

ニ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
者
の
氏
名
に
併
せ

（
新
設
）

て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ハ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
が
当
該
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四

（
略
）

四

（
略
）

３

法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

３

法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ

一

第
十
二
条
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
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っ
た
と
き
。

っ
た
と
き
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）
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二
十
七

特
定
金
融
指
標
算
出
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
金
融
指
標
算
出
者
に
よ
る
届
出
書
類
の
添
付
書
類
）

（
特
定
金
融
指
標
算
出
者
に
よ
る
届
出
書
類
の
添
付
書
類
）

第
四
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
四
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を

一

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を

含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の

（
新
設
）

の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
。
）
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏

名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
一
項
の
書
類
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
ハ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

イ

履
歴
書

書
面

ロ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ

個
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
個
人
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六

条
の
八
十
六
第
一
項
の
書
類
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
個
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
六
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
定

第
六
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
定

金
融
指
標
算
出
者
は
、
変
更
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
変
更
の
内
容

金
融
指
標
算
出
者
は
、
変
更
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
変
更
の
内
容

、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す

れ
ば
足
り
る
。

れ
ば
足
り
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変

二

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変

更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に

三

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に

代
表
者
又
は
管
理
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

代
表
者
又
は
管
理
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い

（
新
設
）

て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

160



161




